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保育あ る あ る

1  子どもが育つ環境
　今，子どもが健

すこ
やかに育つ環境は保たれているだろうか。子ど

もがのびのびと快活に過ごし，幸せな子ども時代を送れるかどう
かが，その後の人生に大きく影響する。そのため，子どもの成育
環境はたいへん重要である。
　しかし，現在，少

しょう
子
し

高
こう

齢
れい

化
か
が進み，いっしょに遊べるきょうだ

いや，近隣の子どもが減っている 資料1 .資料2 。屋外で遊んだり，
自然と触れ合ったりする機会も少ない。一人でゲームをしたり，
習い事に通ったりする子どもも多く 資料3 ，遊びなどを通してつ
ながった子ども集団が成り立ちにくい。また，忙しく過ごす大人
に影響され，子どもの生活リズムが崩れている。

１章　子どもの保育

課題の
確認

買い物中に「せんせー」と声がするとつい振り向いてしまう。（50歳・保育教諭）

保育の環境
●近年，保護者や子どもたちにどのような変化が起こっている 

のだろうか。
●保育のための各施設の特

とく
徴
ちょう

を知ろう。

夫婦にとって理想的だと
思う子どもの数と，実際の
子どもの数に差があるの
はどうしてだろう？

たとえば，家計，仕事，
社会環境などの面か
ら，その差が生じる理
由を考えてみよう。

理想の子ども数と実際の子ども数─・資料1

出
しゅっ
生
しょう
数及び合計特

とく
殊
しゅ
出生率の年次推移─・資料2 子どもの習い事（上位５項目，複数回答）─・資料3

（厚生労働省「人口動態統計」より）
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一人の女性が一生に生む
子どもの平均人数

（ベネッセ教育総合研究所「第６回幼児の生活アンケート」2022年より）

※首都圏の1歳6か月～6歳11か月の幼児。
＊月１回程度，定期的に教材が送られてくるもの。
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理想の子ども数（総数） 2.32 人
実際の子ども数 1.68 人
※初婚どうしの夫婦（妻50歳未満）を対象とする。
（国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査」

平成27年より）
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（ベネッセ教育総合研究所「第６回幼児の生活アンケート」2022年より）
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❷保育の環境

（.内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」平成28年４月改訂版，こども家庭
庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和6年４月１日）」，文部科学省「学校基本調査」令和5年度，内閣府「認定こ
ども園に関する状況について（令和4年４月１日現在）」などより作成）

＊１　ここでは幼保連携型認定こども園（→p.16）の場合。
＊２　就学前の６歳児を含

ふく
む。

＊３　3歳以上で短時間利用する児童については，35：1

保育所，幼稚園，認定こども園の特
とく
徴
ちょう
（2024年現在。認定こども園の人数・箇所数は2022年）─・資料9

管轄 こども家庭庁 文部科学省 こども家庭庁・文部科学省

保育時間
夕方までの保育のほか，園により延長保
育を実施

昼過ぎまでの教育時間のほか，園により
午後や土曜日，長期休業中の預かり保
育などを実施

0〜2歳は夕方まで保育を実施。3〜5歳
は昼過ぎまでの教育時間に加え，保育を
必要とする場合は夕方まで。園により延
長保育も実施。

対象年齢／人数 0〜5歳＊2／約187万人 満3〜5歳＊2／約84万人 0〜5歳＊2／約81万人

利用できる保護者 共働き世帯など，家庭で保育のできない
保護者 制限無し（幼児教育を希望する保護者） 0〜2歳は共働き世帯など，家庭で保育

のできない保護者。3〜5歳は制限なし

従事する者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭

人員配置
（子ども：保育者）

0歳　3：1　　1,2歳　6：1
3歳　15：1　...4,5歳　25：1 35：1（1学級35人以下） 0歳　3：1　. 1,2歳　6：1

3歳　15：1　4,5歳　25：1　＊3

保育の指標 保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こども園教育・保育要領

保育の特徴 養護と教育 教育 教育と保育

箇
か
所
しょ
数 約24,000箇所 約9,000箇所 約6,000箇所

保育所 幼稚園 認定こども園＊1

地域型保育の特徴─・資料10

対象児 おもに 0〜 2歳

性質
・.保育所（原則として 20人以上）より少人数の単位で，おもに 0〜 2歳の子どもを保育する事業
・.保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせて保育の場を確保する

●地域型保育とは

家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員 5人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う
小規模保育 少人数（定員6〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居宅訪問型保育
障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに，保護

者の自宅で1対1で保育を行う

●地域型保育４つのタイプ

●保育所などでの保育を受けるための条件（２号・３号認定）　※いずれかに該当

・�就労（フルタイムのほか，パートタイム，
夜間，居宅内の労働など）

・妊娠，出産
・保護者の疾病，障害
・�同居又は長期入院等している親族の介
護・看護

・災害復旧
・求職活動（起業準備を含む）
・�就学（職業訓練校等における職業訓練
を含む）
・虐待やＤＶのおそれがあること

・�育児休業取得中に，既に保育を利用し
ている子どもがいて継続利用が必要で
あること
・�その他，上記に類する状態として市町
村が認める場合
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ている子どもがいて継続利用が必要で
あること
・�その他，上記に類する状態として市町
村が認める場合
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11 資料9

（�内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」平成28年４月改訂版，こども家庭
庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和7年４月１日）」，文部科学省「学校基本調査」令和6年度，こども家庭庁
「認定こども園に関する状況について（令和6年４月１日現在）」などより作成）

11

章

子
ど
も
の
保
育

❷保育の環境

（.内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK」平成28年４月改訂版，こども家庭
庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和7年４月１日）」，文部科学省「学校基本調査」令和6年度，内閣府「認定こ
ども園に関する状況について（令和6年４月１日現在）」などより作成）

＊１　ここでは幼保連携型認定こども園（→p.16）の場合。
＊２　就学前の６歳児を含

ふく
む。

＊３　3歳以上で短時間利用する児童については，35：1

保育所，幼稚園，認定こども園の特
とく
徴
ちょう
（保育所は2025年，幼稚園・認定こども園は2024年現在）─・資料9

管轄 こども家庭庁 文部科学省 こども家庭庁・文部科学省

保育時間
夕方までの保育のほか，園により延長保
育を実施

昼過ぎまでの教育時間のほか，園により
午後や土曜日，長期休業中の預かり保
育などを実施

0〜2歳は夕方まで保育を実施。3〜5歳
は昼過ぎまでの教育時間に加え，保育を
必要とする場合は夕方まで。園により延
長保育も実施。

対象年齢／人数 0〜5歳＊2／約182万人 満3〜5歳＊2／約76万人 0〜5歳＊2／約84万人

利用できる保護者 共働き世帯など，家庭で保育のできない
保護者 制限無し（幼児教育を希望する保護者） 0〜2歳は共働き世帯など，家庭で保育

のできない保護者。3〜5歳は制限なし

従事する者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭

人員配置
（子ども：保育者）

0歳　3：1　　1,2歳　6：1
3歳　15：1　...4,5歳　25：1 35：1（1学級35人以下） 0歳　3：1　. 1,2歳　6：1

3歳　15：1　4,5歳　25：1　＊3

保育の指標 保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こども園教育・保育要領

保育の特徴 養護と教育 教育 教育と保育

箇
か
所
しょ
数 約23,000箇所 約9,000箇所 約7,000箇所

保育所 幼稚園 認定こども園＊1

地域型保育の特徴─・資料10

対象児 おもに 0〜 2歳

性質
・.保育所（原則として 20人以上）より少人数の単位で，おもに 0〜 2歳の子どもを保育する事業
・.保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせて保育の場を確保する

●地域型保育とは

家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員 5人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う
小規模保育 少人数（定員6〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居宅訪問型保育
障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに，保護

者の自宅で1対1で保育を行う

●地域型保育４つのタイプ

●保育所などでの保育を受けるための条件（２号・３号認定）　※いずれかに該当

・�就労（フルタイムのほか，パートタイム，
夜間，居宅内の労働など）

・妊娠，出産
・保護者の疾病，障害
・�同居又は長期入院等している親族の介
護・看護

・災害復旧
・求職活動（起業準備を含む）
・�就学（職業訓練校等における職業訓練
を含む）
・虐待やＤＶのおそれがあること

・�育児休業取得中に，既に保育を利用し
ている子どもがいて継続利用が必要で
あること
・�その他，上記に類する状態として市町
村が認める場合
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必要とする場合は夕方まで。園により延
長保育も実施。

対象年齢／人数 0〜5歳＊2／約182万人 満3〜5歳＊2／約76万人 0〜5歳＊2／約84万人

利用できる保護者 共働き世帯など，家庭で保育のできない
保護者 制限無し（幼児教育を希望する保護者） 0〜2歳は共働き世帯など，家庭で保育

のできない保護者。3〜5歳は制限なし

従事する者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭

人員配置
（子ども：保育者）

0歳　3：1　　1,2歳　6：1
3歳　15：1　...4,5歳　25：1 35：1（1学級35人以下） 0歳　3：1　. 1,2歳　6：1

3歳　15：1　4,5歳　25：1　＊3
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対象児 おもに 0〜 2歳

性質
・.保育所（原則として 20人以上）より少人数の単位で，おもに 0〜 2歳の子どもを保育する事業
・.保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせて保育の場を確保する

●地域型保育とは

家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員 5人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う
小規模保育 少人数（定員6〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居宅訪問型保育
障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに，保護

者の自宅で1対1で保育を行う

●地域型保育４つのタイプ

●保育所などでの保育を受けるための条件（２号・３号認定）　※いずれかに該当

・�就労（フルタイムのほか，パートタイム，
夜間，居宅内の労働など）

・妊娠，出産
・保護者の疾病，障害
・�同居又は長期入院等している親族の介
護・看護

・災害復旧
・求職活動（起業準備を含む）
・�就学（職業訓練校等における職業訓練
を含む）
・虐待やＤＶのおそれがあること

・�育児休業取得中に，既に保育を利用し
ている子どもがいて継続利用が必要で
あること
・�その他，上記に類する状態として市町
村が認める場合
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庁「保育所等関連状況取りまとめ（令和7年４月１日）」，文部科学省「学校基本調査」令和6年度，内閣府「認定こ
ども園に関する状況について（令和6年４月１日現在）」などより作成）

＊１　ここでは幼保連携型認定こども園（→p.16）の場合。
＊２　就学前の６歳児を含

ふく
む。

＊３　3歳以上で短時間利用する児童については，35：1

保育所，幼稚園，認定こども園の特
とく
徴
ちょう
（保育所は2025年，幼稚園・認定こども園は2024年現在）─・資料9

管轄 こども家庭庁 文部科学省 こども家庭庁・文部科学省

保育時間
夕方までの保育のほか，園により延長保
育を実施

昼過ぎまでの教育時間のほか，園により
午後や土曜日，長期休業中の預かり保
育などを実施

0〜2歳は夕方まで保育を実施。3〜5歳
は昼過ぎまでの教育時間に加え，保育を
必要とする場合は夕方まで。園により延
長保育も実施。

対象年齢／人数 0〜5歳＊2／約182万人 満3〜5歳＊2／約76万人 0〜5歳＊2／約84万人

利用できる保護者 共働き世帯など，家庭で保育のできない
保護者 制限無し（幼児教育を希望する保護者） 0〜2歳は共働き世帯など，家庭で保育

のできない保護者。3〜5歳は制限なし

従事する者 保育士 幼稚園教諭 保育教諭

人員配置
（子ども：保育者）

0歳　3：1　　1,2歳　6：1
3歳　15：1　...4,5歳　25：1 35：1（1学級35人以下） 0歳　3：1　. 1,2歳　6：1

3歳　15：1　4,5歳　25：1　＊3

保育の指標 保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こども園教育・保育要領

保育の特徴 養護と教育 教育 教育と保育
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所
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数 約23,000箇所 約9,000箇所 約7,000箇所
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対象児 おもに 0〜 2歳

性質
・.保育所（原則として 20人以上）より少人数の単位で，おもに 0〜 2歳の子どもを保育する事業
・.保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせて保育の場を確保する

●地域型保育とは

家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員 5人以下）を対象に，きめ細かな保育を行う
小規模保育 少人数（定員6〜19人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細かな保育を行う
事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもをいっしょに保育する

居宅訪問型保育
障がい・疾

しっ
患
かん
などで個別のケアが必要な場合や，施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに，保護

者の自宅で1対1で保育を行う

●地域型保育４つのタイプ

●保育所などでの保育を受けるための条件（２号・３号認定）　※いずれかに該当

・�就労（フルタイムのほか，パートタイム，
夜間，居宅内の労働など）

・妊娠，出産
・保護者の疾病，障害
・�同居又は長期入院等している親族の介
護・看護

・災害復旧
・求職活動（起業準備を含む）
・�就学（職業訓練校等における職業訓練
を含む）
・虐待やＤＶのおそれがあること
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ている子どもがいて継続利用が必要で
あること
・�その他，上記に類する状態として市町
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保育あ る あ る

４．地域型保育
　地域の子育て支援の拡充や質の向上をめざし，子ども・子育て
支援新制度にもとづいて地

ち
域
いき
型
がた
保
ほ
育
いく
が行われている。地域型保育

には，家
か
庭
てい
的
てき
保
ほ
育
いく
，小

しょう
規
き
模
ぼ
保
ほ
育
いく
，事

じ
業
ぎょう
所
しょ
内
ない
保
ほ
育
いく
，居

きょ
宅
たく
訪
ほう
問
もん
型
がた
保
ほ
育
いく

の４種類があり，少人数の単位でおもに０歳から２歳までの子ど
もを保育する ➡p.11 。また，国が創設した仕

し
事
ごと
・子

こ
育
そだ
て両

りょう
立
りつ
支
し

援
えん
事
じ
業
ぎょう
において，企業主導で多様な働き方に対応する保育事業の

支援なども進められている。

4  保育ニーズの高まりと課題
　国や自治体の子ども・子育てにかかわる施策により，子育て支
援の充実が図られている。たとえば，認定こども園や地域型保育
など，保育所以外の施設が充実してきた 資料16。しかし，一部の
都市部においては保育所などへの入所を希望しても入れず入所待
ちしている3歳未満児が多く，待

たい
機
き
児
じ
童
どう
の解消が求められる。

　また，多様な保育ニーズに応
こた
えることも課題である資料18。た

とえば保護者の就労時間に合わせた延長保育や休日等の保育，重
じゅう

篤
とく
でない病気や病気の回復時に預

あず
けられる病児・病後児保育が必

要とされている。また，医療的ケアを必要とする子どもの保育も
求められている。障がいのある子どもの保育や外国籍の子どもの
保育などはすでに多くの保育現場で実

じっ
践
せん
されているが，保護者へ

の支援も含
ふく
むさらなる充実が必要である。さらに，家庭で育てて

いる保護者も利用できる一時保育への要望が高く，幼稚園でも教
育時間後の預

あず
かり保

ほ
育
いく
を実施するところが多くなっている。保育

施設にかけられる保護者からの期待は大きい資料17。

弁当をつくるのが上手になる。（26歳・保育教諭）

保育所等の利用児童数─・資料16

多様な保育ニーズへの対応─・資料18

保育所・幼稚園への要望
（上位８項目）

─・資料17

（こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」（令和7年４月１日）より）

＊「その他」とは，幼保連携型認定こども園，幼稚園型認定こども園等，小規模
保育事業，家庭的保育事業，事業所内保育事業，居宅訪問型保育事業の数の合計。

2025年

（年）2017 24 2518 19 20 21 22 23

（万人）
310

300

290
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190

0
1,815,308人
2,072,235人

863,109人

957,047人（その他）
利用児童数
（保育所）
利用児童数
定員（その他）＊
定員（保育所）

（ベネッセ教育総合研究所「第６回幼児の生活アンケート」2022年より）

※１　とてもそう思う，まあそう思うと回答した人の割合。
※２　子どもを園に通わせている人の回答のみ。
※３　首都圏の１歳６か月～６歳11か月の幼児。

（%）
0 20 40 8060 100

78.0％

78.7％

79.4％

80.1％

80.2％

90.7％

92.8％

94.8％

家族が病気のときに預かって
ほしい

自由な遊びを増やしてほしい

子どもへの接し方（ほめ方，
しかり方）を教えてほしい

子育て相談ができる場所に
なってほしい

セキュリティを強化してほしい

子どもに友だち付き合いが
上手になるような働きかけ
をしてほしい

集団生活のルールを教えて
ほしい

家庭ではできない体験を
させてほしい

延長保育 保護者の就労形態の多様化等に伴い，11時間
の開所時間を超えて保育を実施する事業。 29,755 箇所（2023年度）

夜間保育 おおむね午後 10時ごろまで開所して保育を実
施する事業。 74箇所（2024年度）

病児保育 子どもが病気の際，または病気の回復時に病院・
保育所の病児保護室で保育する事業。 4,342 箇所（2023年度）

一時預かり 保護者の就労形態の多様化や専業主婦家庭等の
緊急時に対応して保育を行う事業。 10,908 箇所（2023年度）

（こども家庭庁「延長保育等実施状況調査（R6調査結果）」より）
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４．地域型保育
　地域の子育て支援の拡充や質の向上をめざし，子ども・子育て
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の４種類があり，少人数の単位でおもに０歳から２歳までの子ど
もを保育する ➡p.11 。また，国が創設した仕

し
事
ごと
・子

こ
育
そだ
て両

りょう
立
りつ
支
し

援
えん
事
じ
業
ぎょう
において，企業主導で多様な働き方に対応する保育事業の

支援なども進められている。

4  保育ニーズの高まりと課題
　国や自治体の子ども・子育てにかかわる施策により，子育て支
援の充実が図られている。たとえば，認定こども園や地域型保育
など，保育所以外の施設が充実してきた 資料16。しかし，一部の
都市部においては保育所などへの入所を希望しても入れず入所待
ちしている3歳未満児が多く，待

たい
機
き
児
じ
童
どう
の解消が求められる。

　また，多様な保育ニーズに応
こた
えることも課題である資料18。た

とえば保護者の就労時間に合わせた延長保育や休日等の保育，重
じゅう

篤
とく
でない病気や病気の回復時に預

あず
けられる病児・病後児保育が必

要とされている。また，医療的ケアを必要とする子どもの保育も
求められている。障がいのある子どもの保育や外国籍の子どもの
保育などはすでに多くの保育現場で実

じっ
践
せん
されているが，保護者へ

の支援も含
ふく
むさらなる充実が必要である。さらに，家庭で育てて

いる保護者も利用できる一時保育への要望が高く，幼稚園でも教
育時間後の預

あず
かり保

ほ
育
いく
を実施するところが多くなっている。保育

施設にかけられる保護者からの期待は大きい資料17。

弁当をつくるのが上手になる。（26歳・保育教諭）

保育所等の利用児童数─・資料16

多様な保育ニーズへの対応─・資料18

保育所・幼稚園への要望
（上位８項目）

─・資料17

（こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」（令和6年４月１日）より）

＊「その他」とは，幼保連携型認定こども園，幼稚園型認定こども園等，小規模
保育事業，家庭的保育事業，事業所内保育事業，居宅訪問型保育事業の数の合計。

（その他）
利用児童数
利用児童数（保育所）
定員（その他）＊
定員（保育所）
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1,872,703人
2,127,660人

832,355人
917,018人

（ベネッセ教育総合研究所「第６回幼児の生活アンケート」2022年より）

※１　とてもそう思う，まあそう思うと回答した人の割合。
※２　子どもを園に通わせている人の回答のみ。
※３　首都圏の１歳６か月～６歳11か月の幼児。
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子育て相談ができる場所に
なってほしい

セキュリティを強化してほしい

子どもに友だち付き合いが
上手になるような働きかけ
をしてほしい

集団生活のルールを教えて
ほしい

家庭ではできない体験を
させてほしい

延長保育 保護者の就労形態の多様化等に伴い，11時間
の開所時間を超えて保育を実施する事業。 29,277 箇所（2021年度）

夜間保育 おおむね午後 10時ごろまで開所して保育を実
施する事業。 73箇所（2022年度）

病児保育 子どもが病気の際，または病気の回復時に病院・
保育所の病児保護室で保育する事業。 3,791 箇所（2021年度）

一時預かり 保護者の就労形態の多様化や専業主婦家庭等の
緊急時に対応して保育を行う事業。 9,449 箇所（2021年度）

（こども家庭庁「令和4年度　少子化の状況及び少子化への対処施策の概況」より）
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４．地域型保育
　地域の子育て支援の拡充や質の向上をめざし，子ども・子育て
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の４種類があり，少人数の単位でおもに０歳から２歳までの子ど
もを保育する ➡p.11 。また，国が創設した仕

し
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において，企業主導で多様な働き方に対応する保育事業の

支援なども進められている。

4  保育ニーズの高まりと課題
　国や自治体の子ども・子育てにかかわる施策により，子育て支
援の充実が図られている。たとえば，認定こども園や地域型保育
など，保育所以外の施設が充実してきた 資料16。しかし，一部の
都市部においては保育所などへの入所を希望しても入れず入所待
ちしている3歳未満児が多く，待

たい
機
き
児
じ
童
どう
の解消が求められる。

　また，多様な保育ニーズに応
こた
えることも課題である資料18。た

とえば保護者の就労時間に合わせた延長保育や休日等の保育，重
じゅう

篤
とく
でない病気や病気の回復時に預

あず
けられる病児・病後児保育が必

要とされている。また，医療的ケアを必要とする子どもの保育も
求められている。障がいのある子どもの保育や外国籍の子どもの
保育などはすでに多くの保育現場で実

じっ
践
せん
されているが，保護者へ

の支援も含
ふく
むさらなる充実が必要である。さらに，家庭で育てて

いる保護者も利用できる一時保育への要望が高く，幼稚園でも教
育時間後の預

あず
かり保

ほ
育
いく
を実施するところが多くなっている。保育

施設にかけられる保護者からの期待は大きい資料17。

弁当をつくるのが上手になる。（26歳・保育教諭）

保育所等の利用児童数─・資料16

多様な保育ニーズへの対応─・資料18

保育所・幼稚園への要望
（上位８項目）

─・資料17

（こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」（令和6年４月１日）より）

＊「その他」とは，幼保連携型認定こども園，幼稚園型認定こども園等，小規模
保育事業，家庭的保育事業，事業所内保育事業，居宅訪問型保育事業の数の合計。
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1,872,703人
2,127,660人

832,355人
917,018人

（ベネッセ教育総合研究所「第６回幼児の生活アンケート」2022年より）

※１　とてもそう思う，まあそう思うと回答した人の割合。
※２　子どもを園に通わせている人の回答のみ。
※３　首都圏の１歳６か月～６歳11か月の幼児。
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子育て相談ができる場所に
なってほしい

セキュリティを強化してほしい

子どもに友だち付き合いが
上手になるような働きかけ
をしてほしい

集団生活のルールを教えて
ほしい

家庭ではできない体験を
させてほしい

延長保育 保護者の就労形態の多様化等に伴い，11時間
の開所時間を超えて保育を実施する事業。 29,277 箇所（2021年度）

夜間保育 おおむね午後 10時ごろまで開所して保育を実
施する事業。 73箇所（2022年度）

病児保育 子どもが病気の際，または病気の回復時に病院・
保育所の病児保護室で保育する事業。 3,791 箇所（2021年度）

一時預かり 保護者の就労形態の多様化や専業主婦家庭等の
緊急時に対応して保育を行う事業。 9,449 箇所（2021年度）

（こども家庭庁「令和4年度　少子化の状況及び少子化への対処施策の概況」より）
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４．地域型保育
　地域の子育て支援の拡充や質の向上をめざし，子ども・子育て
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の４種類があり，少人数の単位でおもに０歳から２歳までの子ど
もを保育する ➡p.11 。また，国が創設した仕
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において，企業主導で多様な働き方に対応する保育事業の

支援なども進められている。

4  保育ニーズの高まりと課題
　国や自治体の子ども・子育てにかかわる施策により，子育て支
援の充実が図られている。たとえば，認定こども園や地域型保育
など，保育所以外の施設が充実してきた 資料16。しかし，一部の
都市部においては保育所などへの入所を希望しても入れず入所待
ちしている3歳未満児が多く，待

たい
機
き
児
じ
童
どう
の解消が求められる。

　また，多様な保育ニーズに応
こた
えることも課題である資料18。た

とえば保護者の就労時間に合わせた延長保育や休日等の保育，重
じゅう

篤
とく
でない病気や病気の回復時に預

あず
けられる病児・病後児保育が必

要とされている。また，医療的ケアを必要とする子どもの保育も
求められている。障がいのある子どもの保育や外国籍の子どもの
保育などはすでに多くの保育現場で実

じっ
践
せん
されているが，保護者へ

の支援も含
ふく
むさらなる充実が必要である。さらに，家庭で育てて

いる保護者も利用できる一時保育への要望が高く，幼稚園でも教
育時間後の預

あず
かり保

ほ
育
いく
を実施するところが多くなっている。保育

施設にかけられる保護者からの期待は大きい資料17。

弁当をつくるのが上手になる。（26歳・保育教諭）

保育所等の利用児童数─・資料16

多様な保育ニーズへの対応─・資料18

保育所・幼稚園への要望
（上位８項目）

─・資料17

（こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ」（令和7年４月１日）より）

＊「その他」とは，幼保連携型認定こども園，幼稚園型認定こども園等，小規模
保育事業，家庭的保育事業，事業所内保育事業，居宅訪問型保育事業の数の合計。
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（ベネッセ教育総合研究所「第６回幼児の生活アンケート」2022年より）

※１　とてもそう思う，まあそう思うと回答した人の割合。
※２　子どもを園に通わせている人の回答のみ。
※３　首都圏の１歳６か月～６歳11か月の幼児。
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をしてほしい
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家庭ではできない体験を
させてほしい

延長保育 保護者の就労形態の多様化等に伴い，11時間
の開所時間を超えて保育を実施する事業。 29,755 箇所（2023年度）

夜間保育 おおむね午後 10時ごろまで開所して保育を実
施する事業。 74箇所（2024年度）

病児保育 子どもが病気の際，または病気の回復時に病院・
保育所の病児保護室で保育する事業。 4,342 箇所（2023年度）

一時預かり 保護者の就労形態の多様化や専業主婦家庭等の
緊急時に対応して保育を行う事業。 10,908 箇所（2023年度）

（こども家庭庁「延長保育等実施状況調査（R6調査結果）」より）
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3  発達の共通性
　人間は一人ひとり異なる資質をもっているが，発達の過程には
ある程度の共通の特性がみられる。発達の原則には，「順

じゅん
序
じょ
性
せい
」

「連
れん
続
ぞく
性
せい
」「方

ほう
向
こう
性
せい
」「相

そう
互
ご
性
せい
」がある。

　たとえば，運動機能の発達では，「はいはい」「つかまり立ち」
「歩行」というように一定の順序にそって（順序性 資料4 ），連続
して発達する（連続性）。また，「首がすわる（頭部）」から「お
すわりする（腰）」「立つ・歩く（足）」へというように，「頭部か
ら尾部（足）へ」という方向性と，体全体を動かす粗

そ
大
だい
運動の発

達を経て手指を細かく動かす微
び
細
さい
運動が発達する，「中心から末

まっ

梢
しょう
へ」という方向性がある（方向性 資料2 ）➡p.40 。さらに，人

間の発達には，身体発育，感覚・運動機能，情
じょう
緒
ちょ
，認知機能，言

語，社会性などの側面があるが，これらの機能の発達は単独で生
じるものではなく，各側面が相

そう
互
ご
に関連し合っている（相互性

資料3 ）。

保育あ る あ る 寝言で「並んで！」と言ってしまう。（26歳・保育教諭）

発達の方向性─・資料2

発達の相互性の理解─・資料3

発達の順序性─・資料4

乳幼児の運動機能の通過率─・資料5
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子どもの年齢を軸とした発達と，身体発育，感覚・運
動機能，情緒，認知機能，言語，社会性などの側面の
相互性の理解が求められる。
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（厚生労働省「平成22年乳幼児身体発育調査報告書」より）

運動機能の発達
はいはいで移動し
たり，手を伸ばし
てものをつかんだ
りできるようにな
る

認知機能の発達
周囲の事物に直接
触れてかかわりな
がらものの性質や
特徴を理解する

＜相互性の例＞

青年期

児童期
（学童期）

幼児期

新生児期
乳児期

相互
関連

子どもの発達には一
定の順序があります
が，発達の進み方は
子どもによって一人
ひとり違います。

首すわり おすわり つかまり立ち 歩行

相互関連
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3  発達の共通性
　人間は一人ひとり異なる資質をもっているが，発達の過程には
ある程度の共通の特性がみられる。発達の原則には，「順

じゅん
序
じょ
性
せい
」

「連
れん
続
ぞく
性
せい
」「方

ほう
向
こう
性
せい
」「相

そう
互
ご
性
せい
」がある。

　たとえば，運動機能の発達では，「はいはい」「つかまり立ち」
「歩行」というように一定の順序にそって（順序性 資料4 ），連続
して発達する（連続性）。また，「首がすわる（頭部）」から「お
すわりする（腰）」「立つ・歩く（足）」へというように，「頭部か
ら尾部（足）へ」という方向性と，体全体を動かす粗

そ
大
だい
運動の発

達を経て手指を細かく動かす微
び
細
さい
運動が発達する，「中心から末

まっ

梢
しょう
へ」という方向性がある（方向性 資料2 ）➡p.40 。さらに，人

間の発達には，身体発育，感覚・運動機能，情
じょう
緒
ちょ
，認知機能，言

語，社会性などの側面があるが，これらの機能の発達は単独で生
じるものではなく，各側面が相

そう
互
ご
に関連し合っている（相互性

資料3 ）。

保育あ る あ る 寝言で「並んで！」と言ってしまう。（26歳・保育教諭）

発達の方向性─・資料2

発達の相互性の理解─・資料3

発達の順序性─・資料4

乳幼児の運動機能の通過率─・資料5

社
会
性

言
語

認
知
機
能

情
緒

感
覚
・
運
動
機
能

身
体
発
育

子どもの年齢を軸とした発達と，身体発育，感覚・運
動機能，情緒，認知機能，言語，社会性などの側面の
相互性の理解が求められる。

はいはい

ひ
と
り
歩
き

つ
か
ま
り
立
ち

ひ
と
り
す
わ
り

ね
が
え
り

首
の
す
わ
り

（か月）
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 170
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20

30
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80
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100
（％）

（こども家庭庁「令和5年乳幼児身体発育調査」より）

運動機能の発達
はいはいで移動し
たり，手を伸ばし
てものをつかんだ
りできるようにな
る

認知機能の発達
周囲の事物に直接
触れてかかわりな
がらものの性質や
特徴を理解する

＜相互性の例＞

青年期

児童期
（学童期）

幼児期

新生児期
乳児期

相互
関連

子どもの発達には一
定の順序があります
が，発達の進み方は
子どもによって一人
ひとり違います。

首すわり おすわり つかまり立ち 歩行

相互関連
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乳児の身長と体重の発育曲線─・資料4 幼児の身長体重曲線─・資料5

（資料４・資料５は厚生労働省「平成22年乳幼児身体発育調査報告書」などより作成）

❷乳幼児の発育と発達

動画

章

子
ど
も
の
発
達

乳幼児の発育と発達
すごい勢いで
泣いてる…転
んじゃったの？

友達とけんか
して悲しいん
じゃないかな。

保育所での散歩中に泣く子どもの様子

「イヤイヤ期」とは何だろう。写真
を見て，「イヤイヤ期」に対するイ
メージを書き出してみよう。
右のQRコードを読み込むと，イヤイヤ期
の子どもの動画を見ることができるよ！
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乳児の身長と体重の発育曲線─・資料4 幼児の身長体重曲線─・資料5

（資料４・資料５はこども家庭庁「令和5年乳幼児身体発育調査」などより作成）

❷乳幼児の発育と発達

動画

章

子
ど
も
の
発
達

乳幼児の発育と発達
すごい勢いで
泣いてる…転
んじゃったの？

友達とけんか
して悲しいん
じゃないかな。

保育所での散歩中に泣く子どもの様子

「イヤイヤ期」とは何だろう。写真
を見て，「イヤイヤ期」に対するイ
メージを書き出してみよう。
右のQRコードを読み込むと，イヤイヤ期
の子どもの動画を見ることができるよ！
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36

5

２．身長と体重
　出生時の平均身長は約50cm，平均体重は約３,000gである
資料7 。出生時の体重が２,500g未満の新生児は低出生体重児と
呼ばれる 資料6 。出生後数日間は哺

ほ
乳
にゅう
量に比べ，体から出る汗や

便などの水分量が多いため，体重は一時的に減少する（生
せい
理
り
的
てき
体
たい

重
じゅう
減
げん
少
しょう
）。生後１週間前後で出生時の体重に戻り，その後増加し

ていく。乳児の発育は著
いちじる
しく，出生後１年で身長は1.5倍（約

75cm），体重は３倍（約９kg）になる。出生後５年で身長は２
倍以上（約108cm），体重は５〜６倍（約18kg）になる 資料8 。

保育あ る あ る 大事なことを忘れないように手にメモを書き，そのまま手を洗ってしまう。（22歳・保育教諭）

出生体重による新生児の分類─・資料6

乳幼児の身体発育値─・資料7

（厚生労働省「平成22年乳幼児身体発育調査報告書」より／数値は平均値）

呼称 出生体重
超低出生体重児 1,000g 未満
極低出生体重児 1,500g 未満
低出生体重児 2,500g 未満

正出生体重児
2,500g 以上
4,000g 未満

高出生体重児 4,000g 以上

年・月齢 男子 女子
体重（kg） 身長（cm） 胸囲（cm） 頭囲（cm） 体重（kg） 身長（cm） 胸囲（cm） 頭囲（cm）

出生時 2.98� 48.7� 31.6� 33.5� 2.91� 48.3� 31.5� 33.1�
０年１～２月未満 4.78� 55.5� 37.5� 37.9� 4.46� 54.5� 36.6� 37.0�

 ２～３ 5.83� 59.0� 40.0� 39.9� 5.42� 57.8� 38.9� 38.9�
 ３～４ 6.63� 61.9� 41.8� 41.3� 6.16� 60.6� 40.5� 40.2�
 ４～５ 7.22� 64.3� 42.9� 42.3� 6.73� 62.9� 41.7� 41.2�
 ５～６ 7.67� 66.2� 43.7� 43.0� 7.17� 64.8� 42.4� 41.9�
 ６～７ 8.01� 67.9� 44.2� 43.6� 7.52� 66.4� 43.0� 42.4�
 ７～８ 8.30� 69.3� 44.7� 44.1� 7.79� 67.9� 43.5� 43.0�
 ８～９ 8.53� 70.6� 45.0� 44.6� 8.01� 69.1� 43.8� 43.5�
 ９～１０ 8.73� 71.8� 45.4� 45.1� 8.20� 70.3� 44.1� 43.9�
 １０～１１ 8.91� 72.9� 45.6� 45.5� 8.37� 71.3� 44.4� 44.3�
 １１～１２ 9.09� 73.9� 45.9� 45.9� 8.54� 72.3� 44.6� 44.7�

１年０～１月未満 9.28� 74.9� 46.1� 46.2� 8.71� 73.3� 44.8� 45.1�
 １～２ 9.46� 75.8� 46.4� 46.5� 8.89� 74.3� 45.1� 45.4�
 ２～３ 9.65� 76.8� 46.6� 46.8� 9.06� 75.3� 45.3� 45.6�
 ３～４ 9.84� 77.8� 46.9� 47.0� 9.24� 76.3� 45.5� 45.9�
 ４～５ 10.03� 78.8� 47.1� 47.3� 9.42� 77.2� 45.8� 46.1�
 ５～６ 10.22� 79.7� 47.3� 47.4� 9.61� 78.2� 46.0� 46.3�
 ６～７ 10.41� 80.6� 47.6� 47.6� 9.79� 79.2� 46.2� 46.5�
 ７～８ 10.61� 81.6� 47.8� 47.8� 9.98� 80.1� 46.5� 46.6�
 ８～９ 10.80� 82.5� 48.0� 47.9� 10.16� 81.1� 46.7� 46.8�
 ９～１０ 10.99� 83.4� 48.3� 48.0� 10.35� 82.0� 46.9� 46.9�
 １０～１１ 11.18� 84.3� 48.5� 48.2� 10.54� 82.9� 47.1� 47.0�
 １１～１２ 11.37� 85.1� 48.7� 48.3� 10.73� 83.8� 47.3� 47.2�

２年０～６月未満 12.03� 86.7� 49.4� 48.6� 11.39� 85.4� 48.0� 47.5�
 ６～１２ 13.10� 91.2� 50.4� 49.2� 12.50� 89.9� 49.0� 48.2�

３年０～６月未満 14.10� 95.1� 51.3� 49.7� 13.59� 93.9� 49.9� 48.7�
 ６～１２ 15.06� 98.7� 52.2� 50.1� 14.64� 97.5� 50.8� 49.2�

４年０～６月未満 15.99� 102.0� 53.1� 50.5� 15.65� 100.9� 51.8� 49.6�
 ６～１２ 16.92� 105.1� 54.1� 50.8� 16.65� 104.1� 52.9� 50.0�

５年０～６月未満 17.88� 108.2� 55.1� 51.1� 17.64� 107.3� 53.9� 50.4�
 ６～１２ 18.92� 111.4� 56.0� 51.3� 18.64� 110.5� 54.8� 50.7�

６年０～６月未満 20.05� 114.9� 56.9� 51.6� 19.66� 113.7� 55.5� 50.9�

子どもの体重・身長の増加状態（出生時に対する比）─・資料8

体
重

出生時 ４ か月（ １ / ３ 年） １ 年 ３ 年 ５ 年 ７ 年 １４年
1 （約3,000g） 2 倍 3 倍 4 倍強 5〜 6倍 6〜 7倍 14〜16倍

身
長

出生時 １ ～１.５年 ５ 年 １５年
1 （約50cm） 1 . 5 倍 2 倍強 3倍強

hoikukiso_p002-144_03.indb   36 2024/11/13   13:22
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36

5

２．身長と体重
　出生時の平均身長は約50cm，平均体重は約３,000gである
資料7 。出生時の体重が２,500g未満の新生児は低出生体重児と
呼ばれる 資料6 。出生後数日間は哺

ほ
乳
にゅう
量に比べ，体から出る汗や

便などの水分量が多いため，体重は一時的に減少する（生
せい
理
り
的
てき
体
たい

重
じゅう
減
げん
少
しょう
）。生後１週間前後で出生時の体重に戻り，その後増加し

ていく。乳児の発育は著
いちじる
しく，出生後１年で身長は1.5倍（約

76cm），体重は３倍（約９kg）になる。出生後５年で身長は２
倍以上（約108cm），体重は５〜６倍（約18kg）になる 資料8 。

保育あ る あ る 大事なことを忘れないように手にメモを書き，そのまま手を洗ってしまう。（22歳・保育教諭）

出生体重による新生児の分類─・資料6

乳幼児の身体発育値─・資料7

（こども家庭庁「乳幼児身体発育調査（令和5年・平成22年）」より／数値は平均値）

呼称 出生体重
超低出生体重児 1,000g 未満
極低出生体重児 1,500g 未満
低出生体重児 2,500g 未満

正出生体重児
2,500g 以上
4,000g 未満

高出生体重児 4,000g 以上

子どもの体重・身長の増加状態（出生時に対する比）─・資料8

体
重

出生時 ４ か月（ 1 / 3 年） 1 年 3 年 ５ 年 ７ 年 1４年
1 （約3,000g） ２ 倍 3 倍 ４ 倍強 5〜 6倍 6〜 7倍 1４〜16倍

身
長

出生時 1 〜1.５年 ５ 年 1５年
1 （約50cm） 1 . 5 倍 ２ 倍強 3倍強

年・月齢 男子 女子
体重（kg） 身長（cm） 胸囲（cm） 頭囲（cm） 体重（kg） 身長（cm） 胸囲（cm） 頭囲（cm）

出生時 3.06� ４9.3� 3２.0� 33.7� ２.95 ４8.6� 31.7� 33.3�
０年1〜２月未満 ４.77� 55.3� 37.5� 38.0� ４.４9 5４.２� 36.6� 37.２�

 ２〜3 5.79� 58.7� ４0.0� 39.9� 5.４４ 57.5� 38.9� 39.0�
 3〜４ 6.57� 61.6� ４1.8� ４1.２� 6.19 60.3� ４0.5� ４0.２�
 ４〜５ 7.16� 6４.0� ４２.9� ４２.1� 6.77 6２.7� ４1.7� ４1.２�
 ５〜６ 7.61� 66.1� ４3.7� ４２.8� 7.２1 6４.7� ４２.４� ４1.8�
 ６〜７ 7.95� 67.7� ４４.２� ４3.４� 7.5４ 66.４� ４3.0� ４２.４�
 ７〜８ 8.２２� 69.1� ４４.7� ４４.0� 7.79 67.8� ４3.5� ４3.0�
 ８〜９ 8.４４� 70.２� ４5.0� ４４.5� 7.98 68.9� ４3.8� ４3.5�
 ９〜1０ 8.6２� 71.２� ４5.４� ４5.1� 8.1４ 69.9� ４４.1� ４４.0�
 1０〜11 8.79� 7２.1� ４5.6� ４5.5� 8.２9 70.8� ４４.４� ４４.４�
 11〜1２ 8.96� 7２.9� ４5.9� ４6.0� 8.４４ 71.7� ４４.6� ４４.8�

1年０〜1月未満

9.61� 76.２�

４6.1�

４7.0� 9.08 75.1�

４４.8�

４5.8�
 1〜２ ４6.４� ４5.1�
 ２〜3 ４6.6� ４5.3�
 3〜４ ４6.9� ４5.5�
 ４〜５ ４7.1� ４5.8�
 ５〜６ ４7.3� ４6.0�
 ６〜７ 

10.8４� 81.9�

４7.6�

４7.8� 10.38 80.9�

４6.２�

４6.8�
 ７〜８ ４7.8� ４6.5�
 ８〜９ ４8.0� ４6.7�
 ９〜1０ ４8.3� ４6.9�
 1０〜11 ４8.5� ４7.1�
 11〜1２ ４8.7� ４7.3�

２年０〜６月未満 1２.01� 86.3� ４9.４� ４8.8� 11.6４ 85.４� ４8.0� ４7.9�
 ６〜1２ 13.00� 90.6� 50.４� ４9.6� 1２.66 89.6� ４9.0� ４8.7�

3年０〜６月未満 13.89� 9４.3� 51.3� ４9.7� 13.55 93.２� ４9.9� ４8.7�
 ６〜1２ 1４.79� 97.7� 5２.２� 50.1� 1４.４3 96.7� 50.8� ４9.２�

４年０〜６月未満 15.7４� 101.２� 53.1� 50.5� 15.38 100.４� 51.8� ４9.6�
 ６〜1２ 16.76� 10４.7� 5４.1� 50.8� 16.４1 10４.1� 5２.9� 50.0�

５年０〜６月未満 17.86� 108.1� 55.1� 51.1� 17.5２ 107.6� 53.9� 50.４�
 ６〜1２ 19.05� 111.４� 56.0� 51.3� 18.71 111.0� 5４.8� 50.7�

６年０〜６月未満 ２0.33� 11４.5� 56.9� 51.6� 19.98 113.9� 55.5� 50.9�

※�令和5年調査から，頭囲は3歳未満，胸囲は出生時
のみが調査対象となった。この資料では，身体発育
値の目安として，「３歳以上の頭囲」「０歳１〜２か
月以上の胸囲」は平成22年調査の値をグレーで掲
載している。
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❷乳幼児の発育と発達 47

子
ど
も
の
発
達

章

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

乳児の心身の発達
1～2か月ごろ

指しゃぶりをする。

快・不快を示す。

明るい方を見ようとする。

クーイングをする。

目を合わせる。

1〜
2か月未満

女男

体重：4.46kg
身長：54.5cm

体重：4.78kg
身長：55.5cm

7～8か月ごろ

あとずさりをする。
ものを手のひらと指でつかむ。

構ってもらえないと不機嫌になる。

落ちたものなどを指差す。

自分の名前を呼ばれると反応する。

保護者などのしぐさをまねる。

7〜
8か月未満

女男

体重：7.79kg
身長：67.9cm

体重：8.30kg
身長：69.3cm

5～6か月ごろ

寝返りをする。
一人で座る。
体の近くのものに手を伸ばす。

恐怖や警戒心を抱く。

ものが落ちたときに下を見たり，探したりする。

喃
なん

語
ご

を言う。

「いないいないばあ」を喜ぶ。
人見知りをする。

5〜
6か月未満

女男

体重：7.17kg
身長：64.8cm

体重：7.67kg
身長：66.2cm

10～11か月ごろ

一人で立つ。
ものを親指と人差し指でつまむ。

褒
ほ

められると喜ぶ。

周囲のものごとに興味をもち試す。

禁止の言葉などに反応する。

欲しいものがあるとき，泣かずに保護者な
どに示す。

10〜
11か月未満

女男

体重：8.37kg
身長：71.3cm

体重：8.91kg
身長：72.9cm

3～4か月ごろ

首がすわる。
がらがらを握

にぎ

る。
ものを手のひらと指でわしづかみにする。

保護者などの顔を見て微
ほほ

笑
え

む。

動くものを目で追う。

声を出して笑う。

保護者などの気を引こうとする。

3〜
4か月未満

女男

体重：6.16kg
身長：60.6cm

体重：6.63kg
身長：61.9cm

9～10か月ごろ

はいはいをする。
つかまり立ちをする。
両手のつみ木を打ち合わせる。

保護者などから離れると不安になり，あと追いする。

布などで隠されたものを自分で見つける。

バイバイ，ありがとうなどの言葉に反応する。

バイバイと手を振る。

9〜
10か月未満

女男

体重：8.20kg
身長：70.3cm

体重：8.73kg
身長：71.8cm

クー

あー
あー

さとるくんの成長記録
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感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

乳児の心身の発達
1～2か月ごろ

指しゃぶりをする。

快・不快を示す。

明るい方を見ようとする。

クーイングをする。

目を合わせる。

1〜
2か月未満

女男

体重：4.46kg
身長：54.5cm

体重：4.78kg
身長：55.5cm

7～8か月ごろ

あとずさりをする。
ものを手のひらと指でつかむ。

構ってもらえないと不機嫌になる。

落ちたものなどを指差す。

自分の名前を呼ばれると反応する。

保護者などのしぐさをまねる。

7〜
8か月未満

女男

体重：7.79kg
身長：67.9cm

体重：8.30kg
身長：69.3cm

5～6か月ごろ

寝返りをする。
一人で座る。
体の近くのものに手を伸ばす。

恐怖や警戒心を抱く。

ものが落ちたときに下を見たり，探したりする。

喃
なん

語
ご

を言う。

「いないいないばあ」を喜ぶ。
人見知りをする。

5〜
6か月未満

女男

体重：7.17kg
身長：64.8cm

体重：7.67kg
身長：66.2cm

10～11か月ごろ

一人で立つ。
ものを親指と人差し指でつまむ。

褒
ほ

められると喜ぶ。

周囲のものごとに興味をもち試す。

禁止の言葉などに反応する。

欲しいものがあるとき，泣かずに保護者な
どに示す。

10〜
11か月未満

女男

体重：8.37kg
身長：71.3cm

体重：8.91kg
身長：72.9cm

3～4か月ごろ

首がすわる。
がらがらを握

にぎ

る。
ものを手のひらと指でわしづかみにする。

保護者などの顔を見て微
ほほ

笑
え

む。

動くものを目で追う。

声を出して笑う。

保護者などの気を引こうとする。

3〜
4か月未満

女男

体重：6.16kg
身長：60.6cm

体重：6.63kg
身長：61.9cm

9～10か月ごろ

はいはいをする。
つかまり立ちをする。
両手のつみ木を打ち合わせる。

保護者などから離れると不安になり，あと追いする。

布などで隠されたものを自分で見つける。

バイバイ，ありがとうなどの言葉に反応する。

バイバイと手を振る。

9〜
10か月未満

女男

体重：8.20kg
身長：70.3cm

体重：8.73kg
身長：71.8cm

クー

あー
あー

さとるくんの成長記録
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３か月ごろから笑うようになり，だんだん表情が豊かに
なっていきました。５か月ごろに寝返りができるように
なったのですが，寝相が激しいので，親が何度も布団をか
け直していました。

新幹線が大好きで，おもちゃの新幹線と乗り物図鑑を見比
べて，「イッショ！」と教えてくれました。親がさとるに
「フーン！ってやって。」と頼むと，鼻もかめるようにな
り，かぜを引いたときなどの世話がだいぶ楽になりました。

昆虫採集やダンスが好きです。積極的にまわりの友だちや
近所の人に話しかけます。なわとびやブロックなど，体を
大きく動かす運動から細かい遊びまで，いろいろな遊びに
興味をもっています。

ここで示している身
体発育や，感覚・運
動機能，情緒，認知
機能，言語，社会性
の発達のしかたは，
子ども一人ひとりに
個人差があります。

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

1歳～1歳３か月ごろ 2歳ごろ

一人で歩く。
クレヨンなどでなぐり描

が

きをする。

自分の行動を止められたりすることを嫌がる。

試行錯誤して新しい手段を発見する。
鏡に映った自分の姿を自分だとわかる。
初語が出る。
一語文を言う。

大人がしていることをまねる。

走ったり，飛び跳ねたりする。
つみ木を並べる。
スプーンやフォークをじょうずに使う。
うまくいかないと，かんしゃくを起こす
（イヤイヤ期＝第一次反抗期）。

頭のなかで行動を考えられる。

二語文を言う。
「これ何？」という質問が増える。

友達など，ほかの子どもを意識する。

1歳２〜３か月
未満

２歳０〜６か月
未満

男 男体重：9.65kg
身長：76.8cm

体重：12.03kg
身長：86.7cm女体重：9.06kg身長：75.3cm 女体重：11.39kg身長：85.4cm

はっぱ！
ボール
いっぱい！

1歳以上3歳未満児の心身の発達

保護者の方に聞いてみた！　さとるくんのエピソード

乳児期の頃

1歳から
２歳の頃

3歳から
6歳の頃
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章

子
ど
も
の
発
達乳児のころと比べ

て，いろんなこと
ができるようにな
ったんだなあ！

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

3歳ごろ 4歳ごろ

三輪車をこぐ。
段差からジャンプする。
はさみを使って紙を切る。
かんしゃくを起こしても，あとで気持ちの整理が
できる。

見かけや自分の視点からものごとを捉
とら

える。

自分の姓名を言う。多語文を言う。
「なんで？」など頻繁に質問をするようになる。
順番を守ることができる。
保護者などと離れたところで遊べる。

スキップをする。
はずんでいるボールをつかむ。

情緒をコントロールできるようになる。

自分の考えや気持ちと区別して人の考えや気持ち
を捉えるようになる。
ふつうの会話ができる。
人の話を聞き，自分の思いを表現する。
仲間と遊ぶことが増える。
競争心や葛

かっ

藤
とう

からけんかが増える。

３歳０〜６か月
未満

４歳０〜６か月
未満

男 体重：15.99kg身長：102.0cm 女体重：15.65kg身長：100.9cm男 体重：14.10kg身長：95.1cm 女体重：13.59kg身長：93.9cm

ジャングルジムやのぼり棒にのぼる。
細かい折り紙を折れる。

相手や場面に応じて気持ちを表すようになる。

ものごとの善悪の判断がつく。

経験や考えを相手にわかるよう表現する。

自分の役割やルールの大切さがわかる。

５歳０〜６か月
未満

補助輪つきの自転車に乗れる。
細かい手や指の動きが可能になる。

小さい子どもの気持ちを汲
く

んで相手をする。

知識欲が増す。

言葉が達者になり，口げんかをする。

組織立った集団の遊びが多くなる。

６歳０〜６か月
未満

ぼく，くるまが
だいすきなんだ！

七五三って
きんちょう
するなあ。

見て見て！
じょうずに乗れる
でしょ？

トンボを
捕まえたよ！

羽をそーっとつかんで
あげるんだ。

3歳以上児の心身の発達 ※体重と身長の数値は，厚生労働省「乳幼
児身体発育調査」平成22年の平均値。

5歳ごろ 6歳ごろ

男 体重：17.88kg身長：108.2cm 女体重：17.64kg身長：107.3cm 男 体重：20.05kg身長：114.9cm 女体重：19.66kg身長：113.7cm
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章

子
ど
も
の
発
達乳児のころと比べ

て，いろんなこと
ができるようにな
ったんだなあ！

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

3歳ごろ 4歳ごろ

三輪車をこぐ。
段差からジャンプする。
はさみを使って紙を切る。
かんしゃくを起こしても，あとで気持ちの整理が
できる。

見かけや自分の視点からものごとを捉
とら

える。

自分の姓名を言う。多語文を言う。
「なんで？」など頻繁に質問をするようになる。
順番を守ることができる。
保護者などと離れたところで遊べる。

スキップをする。
はずんでいるボールをつかむ。

情緒をコントロールできるようになる。

自分の考えや気持ちと区別して人の考えや気持ち
を捉えるようになる。
ふつうの会話ができる。
人の話を聞き，自分の思いを表現する。
仲間と遊ぶことが増える。
競争心や葛

かっ

藤
とう

からけんかが増える。

３歳０〜６か月
未満

４歳０〜６か月
未満

男 体重：15.99kg身長：102.0cm 女体重：15.65kg身長：100.9cm男 体重：14.10kg身長：95.1cm 女体重：13.59kg身長：93.9cm

ジャングルジムやのぼり棒にのぼる。
細かい折り紙を折れる。

相手や場面に応じて気持ちを表すようになる。

ものごとの善悪の判断がつく。

経験や考えを相手にわかるよう表現する。

自分の役割やルールの大切さがわかる。

５歳０〜６か月
未満

補助輪つきの自転車に乗れる。
細かい手や指の動きが可能になる。

小さい子どもの気持ちを汲
く

んで相手をする。

知識欲が増す。

言葉が達者になり，口げんかをする。

組織立った集団の遊びが多くなる。

６歳０〜６か月
未満

ぼく，くるまが
だいすきなんだ！

七五三って
きんちょう
するなあ。

見て見て！
じょうずに乗れる
でしょ？

トンボを
捕まえたよ！

羽をそーっとつかんで
あげるんだ。

3歳以上児の心身の発達 ※体重と身長の数値は，厚生労働省「乳幼
児身体発育調査」平成22年の平均値。

5歳ごろ 6歳ごろ

男 体重：17.88kg身長：108.2cm 女体重：17.64kg身長：107.3cm 男 体重：20.05kg身長：114.9cm 女体重：19.66kg身長：113.7cm
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３か月ごろから笑うようになり，だんだん表情が豊かに
なっていきました。５か月ごろに寝返りができるように
なったのですが，寝相が激しいので，親が何度も布団をか
け直していました。

新幹線が大好きで，おもちゃの新幹線と乗り物図鑑を見比
べて，「イッショ！」と教えてくれました。親がさとるに
「フーン！ってやって。」と頼むと，鼻もかめるようにな
り，かぜを引いたときなどの世話がだいぶ楽になりました。

昆虫採集やダンスが好きです。積極的にまわりの友だちや
近所の人に話しかけます。なわとびやブロックなど，体を
大きく動かす運動から細かい遊びまで，いろいろな遊びに
興味をもっています。

ここで示している身
体発育や，感覚・運
動機能，情緒，認知
機能，言語，社会性
の発達のしかたは，
子ども一人ひとりに
個人差があります。

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

1歳～1歳３か月ごろ 2歳ごろ

一人で歩く。
クレヨンなどでなぐり描

が

きをする。

自分の行動を止められたりすることを嫌がる。

試行錯誤して新しい手段を発見する。
鏡に映った自分の姿を自分だとわかる。
初語が出る。
一語文を言う。

大人がしていることをまねる。

走ったり，飛び跳ねたりする。
つみ木を並べる。
スプーンやフォークをじょうずに使う。
うまくいかないと，かんしゃくを起こす
（イヤイヤ期＝第一次反抗期）。

頭のなかで行動を考えられる。

二語文を言う。
「これ何？」という質問が増える。

友達など，ほかの子どもを意識する。

1歳２〜３か月
未満

２歳０〜６か月
未満

男 男体重：9.65kg
身長：76.8cm

体重：12.03kg
身長：86.7cm女体重：9.06kg身長：75.3cm 女体重：11.39kg身長：85.4cm

はっぱ！
ボール
いっぱい！

1歳以上3歳未満児の心身の発達

保護者の方に聞いてみた！　さとるくんのエピソード

乳児期の頃

1歳から
２歳の頃

3歳から
6歳の頃
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乳児の
心身の
発達

◉

←鏡に映った自分の姿を自分だと十分にわかる月齢として、
1歳〜1歳６か月はやや早いことから修正しました。
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48

３か月ごろから笑うようになり，だんだん表情が豊かに
なっていきました。５か月ごろに寝返りができるように
なったのですが，寝相が激しいので，親が何度も布団をか
け直していました。

新幹線が大好きで，おもちゃの新幹線と乗り物図鑑を見比
べて，「イッショ！」と教えてくれました。親がさとるに
「フーン！ってやって。」と頼むと，鼻もかめるようにな
り，かぜを引いたときなどの世話がだいぶ楽になりました。

昆虫採集やダンスが好きです。積極的にまわりの友だちや
近所の人に話しかけます。なわとびやブロックなど，体を
大きく動かす運動から細かい遊びまで，いろいろな遊びに
興味をもっています。

ここで示している身
体発育や，感覚・運
動機能，情緒，認知
機能，言語，社会性
の発達のしかたは，
子ども一人ひとりに
個人差があります。

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

1歳〜1歳６か月ごろ 2歳ごろ

一人で歩く。
クレヨンなどでなぐり描

が

きをする。

自分の行動を止められたりすることを嫌がる。

試行錯誤して新しい手段を発見する。
鏡に映った自分の姿を自分だとわかり始める。
初語が出る。
一語文を言う。

大人がしていることをまねる。

走ったり，飛び跳ねたりする。
つみ木を並べる。
スプーンやフォークをじょうずに使う。
うまくいかないと，かんしゃくを起こす
（イヤイヤ期＝第一次反抗期）。

頭のなかで行動を考えられる。

二語文を言う。
「これ何？」という質問が増える。

友達など，ほかの子どもを意識する。

1歳0〜6か月
未満

２歳０〜６か月
未満

男 男

はっぱ！
ボール
いっぱい！

1歳以上3歳未満児の心身の発達

保護者の方に聞いてみた！　さとるくんのエピソード

乳児期の頃

1歳から
２歳の頃

3歳から
6歳の頃

体重：9.61kg
身長：76.2cm

体重：12.01kg
身長：86.3cm女体重：9.08kg身長：75.1cm 女体重：11.64kg身長：85.4cm
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感覚・
運動機能
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認知機能

言語

社会性

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

11〜12か月ごろ

5〜6か月ごろ

9〜10か月ごろ

3〜4か月ごろ1〜2か月ごろ

7〜8か月ごろ

乳児の心身の発達

指しゃぶりをする。

快・不快を示す。

明るい方を見ようとする。

クーイングをする。

目を合わせる。

1〜
2か月未満

女男

あとずさりをする。
ものを手のひらと指でつかむ。

構ってもらえないと不機嫌になる。

落ちたものなどを指差す。

自分の名前を呼ばれると反応する。

保護者などのしぐさをまねる。

7〜
8か月未満

女男

寝返りをする。
一人で座る。
体の近くのものに手を伸ばす。

恐怖や警戒心を抱く。

ものが落ちたときに下を見たり，探したりする。

喃
なん

語
ご

を言う。

「いないいないばあ」を喜ぶ。
人見知りをする。

5〜
6か月未満

女男

一人で立つ。
ものを親指と人差し指でつまむ。

褒
ほ

められると喜ぶ。

周囲のものごとに興味をもち試す。

禁止の言葉などに反応する。

欲しいものがあるとき，泣かずに保護者な
どに示す。

11〜
12か月未満

女男

首がすわる。
がらがらを握

にぎ

る。
ものを手のひらと指でわしづかみにする。

保護者などの顔を見て微
ほほ

笑
え

む。

動くものを目で追う。

声を出して笑う。

保護者などの気を引こうとする。

3〜
4か月未満

女男

はいはいをする。
つかまり立ちをする。
両手のつみ木を打ち合わせる。

保護者などから離れると不安になり，あと追いする。

布などで隠されたものを自分で見つける。

バイバイ，ありがとうなどの言葉に反応する。

バイバイと手を振る。

9〜
10か月未満

女男

クー

あー
あー

さとるくんの成長記録

体重：4.49kg
身長：54.2cm

体重：4.77kg
身長：55.3cm

体重：7.79kg
身長：67.8cm

体重：8.22kg
身長：69.1cm

体重：7.21kg
身長：64.7cm

体重：7.61kg
身長：66.1cm

体重：8.44kg
身長：71.7cm

体重：8.96kg
身長：72.9cm

体重：6.19kg
身長：60.3cm

体重：6.57kg
身長：61.6cm

体重：8.14kg
身長：69.9cm

体重：8.62kg
身長：71.2cm
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禁止の言葉などに反応する。

欲しいものがあるとき，泣かずに保護者な
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保護者などの気を引こうとする。
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女男

はいはいをする。
つかまり立ちをする。
両手のつみ木を打ち合わせる。

保護者などから離れると不安になり，あと追いする。

布などで隠されたものを自分で見つける。

バイバイ，ありがとうなどの言葉に反応する。

バイバイと手を振る。

9〜
10か月未満

女男

クー

あー
あー

さとるくんの成長記録

体重：4.49kg
身長：54.2cm

体重：4.77kg
身長：55.3cm

体重：7.79kg
身長：67.8cm

体重：8.22kg
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身長：72.9cm

体重：6.19kg
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３か月ごろから笑うようになり，だんだん表情が豊かに
なっていきました。５か月ごろに寝返りができるように
なったのですが，寝相が激しいので，親が何度も布団をか
け直していました。

新幹線が大好きで，おもちゃの新幹線と乗り物図鑑を見比
べて，「イッショ！」と教えてくれました。親がさとるに
「フーン！ってやって。」と頼むと，鼻もかめるようにな
り，かぜを引いたときなどの世話がだいぶ楽になりました。

昆虫採集やダンスが好きです。積極的にまわりの友だちや
近所の人に話しかけます。なわとびやブロックなど，体を
大きく動かす運動から細かい遊びまで，いろいろな遊びに
興味をもっています。

ここで示している身
体発育や，感覚・運
動機能，情緒，認知
機能，言語，社会性
の発達のしかたは，
子ども一人ひとりに
個人差があります。

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

1歳〜1歳６か月ごろ 2歳ごろ

一人で歩く。
クレヨンなどでなぐり描

が

きをする。

自分の行動を止められたりすることを嫌がる。

試行錯誤して新しい手段を発見する。
鏡に映った自分の姿を自分だとわかり始める。
初語が出る。
一語文を言う。

大人がしていることをまねる。

走ったり，飛び跳ねたりする。
つみ木を並べる。
スプーンやフォークをじょうずに使う。
うまくいかないと，かんしゃくを起こす
（イヤイヤ期＝第一次反抗期）。

頭のなかで行動を考えられる。

二語文を言う。
「これ何？」という質問が増える。

友達など，ほかの子どもを意識する。

1歳0〜6か月
未満

２歳０〜６か月
未満

男 男

はっぱ！
ボール
いっぱい！

1歳以上3歳未満児の心身の発達

保護者の方に聞いてみた！　さとるくんのエピソード

乳児期の頃

1歳から
２歳の頃

3歳から
6歳の頃

体重：9.61kg
身長：76.2cm

体重：12.01kg
身長：86.3cm女体重：9.08kg身長：75.1cm 女体重：11.64kg身長：85.4cm
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章

子
ど
も
の
発
達乳児のころと比べ

て，いろんなこと
ができるようにな
ったんだなあ！

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

感覚・
運動機能

情緒

認知機能

言語

社会性

3歳ごろ 4歳ごろ

三輪車をこぐ。
段差からジャンプする。
はさみを使って紙を切る。
かんしゃくを起こしても，あとで気持ちの整理が
できる。

見かけや自分の視点からものごとを捉
とら

える。

自分の姓名を言う。多語文を言う。
「なんで？」など頻繁に質問をするようになる。
順番を守ることができる。
保護者などと離れたところで遊べる。

スキップをする。
はずんでいるボールをつかむ。

情緒をコントロールできるようになる。

自分の考えや気持ちと区別して人の考えや気持ち
を捉えるようになる。
ふつうの会話ができる。
人の話を聞き，自分の思いを表現する。
仲間と遊ぶことが増える。
競争心や葛

かっ

藤
とう

からけんかが増える。

３歳０〜６か月
未満

４歳０〜６か月
未満

男

ジャングルジムやのぼり棒にのぼる。
細かい折り紙を折れる。

相手や場面に応じて気持ちを表すようになる。

ものごとの善悪の判断がつく。

経験や考えを相手にわかるよう表現する。

自分の役割やルールの大切さがわかる。

５歳０〜６か月
未満

補助輪つきの自転車に乗れる。
細かい手や指の動きが可能になる。

小さい子どもの気持ちを汲
く

んで相手をする。

知識欲が増す。

言葉が達者になり，口げんかをする。

組織立った集団の遊びが多くなる。

６歳０〜６か月
未満

ぼく，くるまが
だいすきなんだ！

七五三って
きんちょう
するなあ。

見て見て！
じょうずに乗れる
でしょ？

トンボを
捕まえたよ！

羽をそーっとつかんで
あげるんだ。

3歳以上児の心身の発達 ※体重と身長の数値は，こども家庭庁「乳
幼児身体発育調査」令和５年の平均値。

5歳ごろ 6歳ごろ

男 体重：13.89kg身長：94.3cm 女体重：13.55kg身長：93.2cm 男 体重：15.74kg身長：101.2cm 女体重：15.38kg身長：100.4cm

男 体重：17.86kg身長：108.1cm 女体重：17.52kg身長：107.6cm 男 体重：20.33kg身長：114.5cm 女体重：19.98kg身長：113.9cm
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ジャングルジムやのぼり棒にのぼる。
細かい折り紙を折れる。
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細かい手や指の動きが可能になる。

小さい子どもの気持ちを汲
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んで相手をする。
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言葉が達者になり，口げんかをする。

組織立った集団の遊びが多くなる。
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ぼく，くるまが
だいすきなんだ！

七五三って
きんちょう
するなあ。

見て見て！
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でしょ？
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あげるんだ。
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5歳ごろ 6歳ごろ
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栄養素等

＜参考値＞
推定エネルギー必要量
（kcal/日）

たんぱく
質（g/日）

脂質（脂肪
エネルギー
比率％）

カルシウム
（mg/日） 鉄（mg/日）

身体活動レベルⅡ（ふつう） 推奨量 目標量 推奨量 推奨量 耐容上限量
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0〜5（月） 550 500 （10）（10） （50） （200）（200）（0.5）（0.5） − −
6〜8（月） 650 600 （15）（15） （40） （250）（250） 5.0 4.5 − −
9〜11（月） 700 650 （25）（25） （40） （250）（250） 5.0 4.5 − −
1〜2（歳） 950 900 20 20 20〜30 450 400 4.5 4.5 25 20
3〜5（歳） 1,300 1,250 25 25 20〜30 600 550 5.5 5.5 25 25

栄養素等

ビタミンA
（µgRAE/日）

ビタミンB1
（mg/日）

ビタミンB2
（mg/日） ナイアシン（mgNE/日） ビタミンC

（mg/日） ビタミンD（µg/日） ナトリウム
[食塩相当量（g/日）]

推奨量 耐容上限量 推奨量 推奨量 推奨量 耐容上限量 推奨量 目安量 耐容上限量 目標量
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0〜5（月）（300）（300） 600 600 （0.1）（0.1）（0.3）（0.3）（2） （2） − （40） 5.0 5.0 25 （0.3） （0.3）
6〜８（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
９〜11（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
1〜2（歳） 400 350 600 600 0.5 0.5 0.6 0.5 6 5 60 40 3.0 3.5 20 3.0未満 3.0未満
3〜5（歳） 450 500 700 850 0.7 0.7 0.8 0.8 8 7 80 50 3.5 4.0 30 3.5未満 3.5未満

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ

（
ふ
つ
う
）

4つの食品群
第1群 第2群 第3群 第4群

栄養を完全にする 血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも くだもの 穀類 油脂 砂糖
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1〜2歳 250 30 50 40 180 50 100 120 110 5 3
3〜5歳 250 30 60 60 240 50 120 190 170 10 5
15〜17歳 320 55 200 120 80 350 100 150 480 380 30 20 10

①「日本人の食事摂取基準（2020年版）」では，推定エネルギー必要量を参考値として示している。②（　）内で示した数値は目安量。③.1.
歳以上の炭水化物の目標量は，エネルギーの50〜65%。④カルシウムについて，17歳以下の耐容上限量は定めないが，多量摂取を勧めるもの
でも，安全性を保証するものでもない。⑤ビタミンA.でRAE.はレチノール活性当量を表す。1.µgRAE.はβ.-.カロテンでは12µg.に相当する。
耐容上限量にはプロビタミンA.カロテノイドは含

ふく

まない。⑥ビタミンB1，B2は，身体活動レベルⅡの推定エネルギー必要量を用いて算定した。
⑦ナイアシンでNE.はナイアシン当量を表す。また、0〜5か月の目安量の単位はmg/.日。耐容上限量はニコチンアミドのmg量。

①野菜はきのこ，海
かい

藻
そう

を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2020
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の約93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適

てき

宜
ぎ

調整すること。③食品構成
は「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」で計算。

（1人1日あたりの重量=g）（香川明夫.監修）

（厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準（2020年版）」による）

❷子どもの食事

章

子
ど
も
の
生
活

子どもの食事

乳幼児の食事摂取基準─・資料2

４つの食品群の年齢別，性別食品構成─・資料3

苦手なものも
食べられるよう
に応援したい！

●�推奨量…ある母集団のほとんど（97〜98％）が
充
じゅう

足
そく

している量。
●�目安量…特定の集団の人 が々ある一定の栄養
状態を維持するのに十分な量（推定平均必要量
が算定できない場合に設定）。
●�目標量…生活習慣病の予防を目的として，現在
の日本人が当面の目標にすべき摂取量。
●�耐容上限量…健康障害をもたらすリスクがない
とみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量。

楽しく食べら
れる雰囲気を
つくりたい！

認定こども園で給食を食べる子どもたち

あなたが保育者なら，子どもに食事を食べさせ
るときにどんなことを心がけたいか，考えてみ
よう。
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３．混合栄養
　混合栄養とは，母乳栄養と人工栄養を併用する方法である。母
乳を与えた直後に不足した分だけ人工栄養で補

おぎな
う方法，母乳だけ

の授乳と人工栄養だけの授乳を交互に行う方法，朝と夜だけ母乳
を与えて日中は人工栄養で授乳する方法などがある。それぞれの
利点をふまえ，親子の生活に応じて組み合わせるとよい 資料8 .
資料9 。

（厚生労働省「平成27年度　乳幼児栄養調査」より）
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母乳と育児用調製粉乳，液体ミルクそれぞれの利点─・資料8

月齢別乳汁栄養方法の推移─・資料9

母乳 人工栄養

●.機器の消毒や調乳の手間が不要で，衛生的
であり，母親がいればどこでも飲ませるこ
とができる。
●.ほとんど費用がかからない。
●.消化吸収がよく，アレルギーを起こすこと
が少ない。
●.乳幼児突然死症

しょう

候
こ う

群
ぐ ん

（SIDS ➡p.85 ）の
発症が比較的少ない。
●.分娩後すぐに出る初乳は，細菌やウイルス
の感染に対する免

めん

疫
えき

物質が含
ふく

まれ，たんぱ
く質や無機質などを豊富に含んでいる。
●.乳児が乳首を吸うことで，子宮の回復が促
される。
●.授乳により体を通して乳児とのつながりを
実感し，母子ともに精神的な安定と満足を
得られる。

育児用調製粉乳 液体ミルク

＜共通＞
●.消毒した哺乳びんを使えばだれでも授乳でき，母親の負担が軽くなる。
●飲んだ量を正確に把

は

握
あく

できる。
●常温で保存できる。
●母親の服薬の影響を受けない。
●母乳性黄

おう

疸
だん＊の心配がない。

●発育を促進するミネラル，ビタミンが母乳より多く含まれている。
●.授乳の際，意識的にスキンシップを図ることで，乳児との情

じょう

緒
ち ょ

的なつながりを深められる。

＜育児用調製粉乳のみ＞
●安価で購入しやすい。
●.乳児が飲み足りない場合などに粉乳を足し
て調乳するなど，量の調整ができる。

＜液体ミルクのみ＞
●.調乳の必要がないので，外出時や災害時な
ど，お湯が入手できない状態でも飲ませる
ことができる。
●.冷まさずに，常温のまますぐに飲ませるこ
とができる。

＊.母乳性黄疸とは，新生児黄疸の症状が母乳を飲むことによって１〜２か月ごろまで長引くことをいう。とくに治療の必要はないが，適
てき

宜
ぎ

診断
を受け，ほかの病気の可能性がないか確かめる必要がある。
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人工栄養混合栄養母乳栄養

＜1か月＞

49.5%

46.2%

42.4%

41.4%

45.9%

52.5%

9.1%

7.9%

5.1%

51.3% 45.2%
3.6%

＜3か月＞

39.6%

38.1%

38.0%

32.0%

34.8%

41.0%

28.5%

27.1%

21.0%

54.7% 35.1%
10.2%

母乳と人工栄養の栄養素の違い─・資料7

※１　育児用調製粉乳は，13％の濃度で調乳したときの成分。
※２.　ここでは日本食品標準成分表2020年版（八訂）の乳児用調製粉乳，乳児
用液体ミルクの成分を参照。

（文部科学省「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」より作成）
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鉄（
mg
）

人乳 61 1.1 0.8 3.5 3.6 7.2 0.2 27 0.04
普通牛乳 61 3.3 3.0 3.8 3.5 4.8 0.7 110 0.02
育児用調製粉乳 66 1.6 1.4 3.5 3.4 7.3 0.3 48 0.8
液体ミルク 66 1.5 - 3.6 - 7.1 0.3 45 0.6
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P61 P63　資料７

P61は「日本人の食事摂取基準（2025年版）」に合わせてデータを更新しました。
関連して、「日本食品標準成分表」の「（八訂）増補2023年」への更新も反映しました。
P63は、増補への更新時にデータが変わらなかったため、出典のみ更新しています。
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61

身
体
活
動
レ
ベ
ル

ふ
つ
う

4つの食品群
第1群 第2群 第3群 第4群

栄養を完全にする 血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも くだもの 穀類 油脂 砂糖
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1〜2歳 250 30 50 40 180 50 100 120 110 5 3
3〜5歳 250 30 60 60 240 50 120 190 170 10 5
15〜17歳 320 55 200 120 80 350 100 150 480 380 30 20 10

①「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では，推定エネルギー必要量を参考値として示している。②（　）内で示した数値は目安量。③.1.
歳以上の炭水化物の目標量は，エネルギーの50〜65%。④カルシウムについて，17歳以下の耐容上限量は定めないが，多量摂取を勧めるもの
でも，安全性を保証するものでもない。⑤ビタミンA.でRAE.はレチノール活性当量を表す。1.µgRAE.はβ.-.カロテンでは12µg.に相当する。
耐容上限量にはプロビタミンA.カロテノイドは含

ふく

まない。⑥ビタミンB1，B2は，身体活動レベル「ふつう」の推定エネルギー必要量を用いて算
定した。⑦ナイアシンでNE.はナイアシン当量を表す。また、0〜5か月の目安量の単位はmg/.日。耐容上限量はニコチンアミドのmg量。

①野菜はきのこ，海
かい

藻
そう

を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2025
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適

てき

宜
ぎ

調整すること。③食品構成は「日
本食品標準成分表（八訂）増補2023年」で計算。

（1人1日あたりの重量=g）（香川明夫.監修）

（厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準（2025年版）」による）

栄養素等

＜参考値＞
推定エネルギー必要量
（kcal/日）

たんぱく
質（g/日）

脂質（脂肪
エネルギー
比率％）

カルシウム
（mg/日） 鉄（mg/日）

身体活動レベル「ふつう」 推奨量 目標量 推奨量 推奨量
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0〜5（月） 550 500 （10）（10） （50） （200）（200）（0.5）（0.5）
6〜8（月） 650 600 （15）（15） （40） （250）（250） 4.5 4.5
9〜11（月） 700 650 （25）（25） （40） （250）（250） 4.5 4.5
1〜2（歳） 950 900 20 20 20〜30 450 400 4.0 4.0
3〜5（歳） 1,300 1,250 25 25 20〜30 600 550 5.0 5.0

栄養素等

ビタミンA
（µgRAE/日）

ビタミンB1
（mg/日）

ビタミンB2
（mg/日） ナイアシン（mgNE/日） ビタミンC

（mg/日） ビタミンD（µg/日） ナトリウム
[食塩相当量（g/日）]

推奨量 耐容上限量 推奨量 推奨量 推奨量 耐容上限量 推奨量 目安量 耐容上限量 目標量
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0〜5（月）（300）（300） 600 600 （0.1）（0.1）（0.3）（0.3）（2） （2） − （40） 5.0 5.0 25 （0.3） （0.3）
6〜８（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
９〜11（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
1〜2（歳） 400 350 600 600 0.4 0.4 0.6 0.5 6 5 60 35 3.5 3.5 30 3.0未満 2.5未満
3〜5（歳） 500 500 700 700 0.5 0.5 0.8 0.8 8 7 80 40 4.5 4.5 40 3.5未満 3.5未満

❷子どもの食事

章

子
ど
も
の
生
活

子どもの食事

乳幼児の食事摂取基準─・資料2

４つの食品群の年齢別，性別食品構成─・資料3

苦手なものも
食べられるよう
に応援したい！

●�推奨量…ある母集団のほとんど（97〜98％）が
充
じゅう

足
そく

している量。
●�目安量…特定の集団の人 が々ある一定の栄養
状態を維持するのに十分な量（推定平均必要量
が算定できない場合に設定）。
●�目標量…生活習慣病の予防を目的として，現在
の日本人が当面の目標にすべき摂取量。
●�耐容上限量…健康障害をもたらすリスクがない
とみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量。

楽しく食べら
れる雰囲気を
つくりたい！

認定こども園で給食を食べる子どもたち

あなたが保育者なら，子どもに食事を食べさせ
るときにどんなことを心がけたいか，考えてみ
よう。
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61

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ

（
ふ
つ
う
）

4つの食品群
第1群 第2群 第3群 第4群

栄養を完全にする 血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも くだもの 穀類 油脂 砂糖
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1〜2歳 250 30 50 40 180 50 100 120 110 5 3
3〜5歳 250 30 60 60 240 50 120 190 170 10 5
15〜17歳 320 55 200 120 80 350 100 150 480 380 30 20 10

①「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では，推定エネルギー必要量を参考値として示している。②（　）内で示した数値は目安量。③.1.
歳以上の炭水化物の目標量は，エネルギーの50〜65%。④カルシウムについて，17歳以下の耐容上限量は定めないが，多量摂取を勧めるもの
でも，安全性を保証するものでもない。⑤ビタミンA.でRAE.はレチノール活性当量を表す。1.µgRAE.はβ.-.カロテンでは12µg.に相当する。
耐容上限量にはプロビタミンA.カロテノイドは含

ふく

まない。⑥ビタミンB1，B2は，身体活動レベル「ふつう」の推定エネルギー必要量を用いて算
定した。⑦ナイアシンでNE.はナイアシン当量を表す。また、0〜5か月の目安量の単位はmg/.日。耐容上限量はニコチンアミドのmg量。

①野菜はきのこ，海
かい

藻
そう

を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2025
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適

てき

宜
ぎ

調整すること。③食品構成は「日
本食品標準成分表（八訂）増補2023年」で計算。

（1人1日あたりの重量=g）（香川明夫.監修）

（厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準（2025年版）」による）

栄養素等

＜参考値＞
推定エネルギー必要量
（kcal/日）

たんぱく
質（g/日）

脂質（脂肪
エネルギー
比率％）

カルシウム
（mg/日） 鉄（mg/日）

身体活動レベル「ふつう」 推奨量 目標量 推奨量 推奨量 耐容上限量
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0〜5（月） 550 500 （10）（10） （50） （200）（200）（0.5）（0.5） − −
6〜8（月） 650 600 （15）（15） （40） （250）（250） 4.5 4.5 − −
9〜11（月） 700 650 （25）（25） （40） （250）（250） 4.5 4.5 − −
1〜2（歳） 950 900 20 20 20〜30 450 400 4.0 4.0 − −
3〜5（歳） 1,300 1,250 25 25 20〜30 600 550 5.0 5.0 − −

栄養素等

ビタミンA
（µgRAE/日）

ビタミンB1
（mg/日）

ビタミンB2
（mg/日） ナイアシン（mgNE/日） ビタミンC

（mg/日） ビタミンD（µg/日） ナトリウム
[食塩相当量（g/日）]

推奨量 耐容上限量 推奨量 推奨量 推奨量 耐容上限量 推奨量 目安量 耐容上限量 目標量
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0〜5（月）（300）（300） 600 600 （0.1）（0.1）（0.3）（0.3）（2） （2） − （40） 5.0 5.0 25 （0.3） （0.3）
6〜８（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
９〜11（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
1〜2（歳） 400 350 600 600 0.4 0.4 0.6 0.5 6 5 60 35 3.5 3.5 30 3.0未満 2.5未満
3〜5（歳） 500 500 700 700 0.5 0.5 0.8 0.8 8 7 80 40 4.5 4.5 40 3.5未満 3.5未満

❷子どもの食事

章

子
ど
も
の
生
活

子どもの食事

乳幼児の食事摂取基準─・資料2

４つの食品群の年齢別，性別食品構成─・資料3

苦手なものも
食べられるよう
に応援したい！

●�推奨量…ある母集団のほとんど（97〜98％）が
充
じゅう

足
そく

している量。
●�目安量…特定の集団の人 が々ある一定の栄養
状態を維持するのに十分な量（推定平均必要量
が算定できない場合に設定）。
●�目標量…生活習慣病の予防を目的として，現在
の日本人が当面の目標にすべき摂取量。
●�耐容上限量…健康障害をもたらすリスクがない
とみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量。

楽しく食べら
れる雰囲気を
つくりたい！

認定こども園で給食を食べる子どもたち

あなたが保育者なら，子どもに食事を食べさせ
るときにどんなことを心がけたいか，考えてみ
よう。
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61

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ

（
ふ
つ
う
）

4つの食品群
第1群 第2群 第3群 第4群

栄養を完全にする 血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも くだもの 穀類 油脂 砂糖
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1〜2歳 250 30 50 40 180 50 100 120 110 5 3
3〜5歳 250 30 60 60 240 50 120 190 170 10 5
15〜17歳 320 55 200 120 80 350 100 150 480 380 30 20 10

①「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では，推定エネルギー必要量を参考値として示している。②（　）内で示した数値は目安量。③.1.
歳以上の炭水化物の目標量は，エネルギーの50〜65%。④カルシウムについて，17歳以下の耐容上限量は定めないが，多量摂取を勧めるもの
でも，安全性を保証するものでもない。⑤ビタミンA.でRAE.はレチノール活性当量を表す。1.µgRAE.はβ.-.カロテンでは12µg.に相当する。
耐容上限量にはプロビタミンA.カロテノイドは含

ふく

まない。⑥ビタミンB1，B2は，身体活動レベル「ふつう」の推定エネルギー必要量を用いて算
定した。⑦ナイアシンでNE.はナイアシン当量を表す。また、0〜5か月の目安量の単位はmg/.日。耐容上限量はニコチンアミドのmg量。

①野菜はきのこ，海
かい

藻
そう

を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2025
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適

てき

宜
ぎ

調整すること。③食品構成は「日
本食品標準成分表（八訂）増補2023年」で計算。

（1人1日あたりの重量=g）（香川明夫.監修）

（厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準（2025年版）」による）

栄養素等

＜参考値＞
推定エネルギー必要量
（kcal/日）

たんぱく
質（g/日）

脂質（脂肪
エネルギー
比率％）

カルシウム
（mg/日） 鉄（mg/日）

身体活動レベル「ふつう」 推奨量 目標量 推奨量 推奨量 耐容上限量
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0〜5（月） 550 500 （10）（10） （50） （200）（200）（0.5）（0.5） − −
6〜8（月） 650 600 （15）（15） （40） （250）（250） 4.5 4.5 − −
9〜11（月） 700 650 （25）（25） （40） （250）（250） 4.5 4.5 − −
1〜2（歳） 950 900 20 20 20〜30 450 400 4.0 4.0 − −
3〜5（歳） 1,300 1,250 25 25 20〜30 600 550 5.0 5.0 − −

栄養素等

ビタミンA
（µgRAE/日）

ビタミンB1
（mg/日）

ビタミンB2
（mg/日） ナイアシン（mgNE/日） ビタミンC

（mg/日） ビタミンD（µg/日） ナトリウム
[食塩相当量（g/日）]

推奨量 耐容上限量 推奨量 推奨量 推奨量 耐容上限量 推奨量 目安量 耐容上限量 目標量
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0〜5（月）（300）（300） 600 600 （0.1）（0.1）（0.3）（0.3）（2） （2） − （40） 5.0 5.0 25 （0.3） （0.3）
6〜８（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
９〜11（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
1〜2（歳） 400 350 600 600 0.4 0.4 0.6 0.5 6 5 60 35 3.5 3.5 30 3.0未満 2.5未満
3〜5（歳） 500 500 700 700 0.5 0.5 0.8 0.8 8 7 80 40 4.5 4.5 40 3.5未満 3.5未満
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乳幼児の食事摂取基準─・資料2

４つの食品群の年齢別，性別食品構成─・資料3

苦手なものも
食べられるよう
に応援したい！

●�推奨量…ある母集団のほとんど（97〜98％）が
充
じゅう

足
そく

している量。
●�目安量…特定の集団の人 が々ある一定の栄養
状態を維持するのに十分な量（推定平均必要量
が算定できない場合に設定）。
●�目標量…生活習慣病の予防を目的として，現在
の日本人が当面の目標にすべき摂取量。
●�耐容上限量…健康障害をもたらすリスクがない
とみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量。

楽しく食べら
れる雰囲気を
つくりたい！

認定こども園で給食を食べる子どもたち

あなたが保育者なら，子どもに食事を食べさせ
るときにどんなことを心がけたいか，考えてみ
よう。

R8改訂_hoikukiso_p002-144_01.indb   61 2025/09/02   12:29

61

身
体
活
動
レ
ベ
ル
Ⅱ

（
ふ
つ
う
）

4つの食品群
第1群 第2群 第3群 第4群

栄養を完全にする 血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも くだもの 穀類 油脂 砂糖
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3〜5歳 250 30 60 60 240 50 120 190 170 10 5
15〜17歳 320 55 200 120 80 350 100 150 480 380 30 20 10

①「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では，推定エネルギー必要量を参考値として示している。②（　）内で示した数値は目安量。③.1.
歳以上の炭水化物の目標量は，エネルギーの50〜65%。④カルシウムについて，17歳以下の耐容上限量は定めないが，多量摂取を勧めるもの
でも，安全性を保証するものでもない。⑤ビタミンA.でRAE.はレチノール活性当量を表す。1.µgRAE.はβ.-.カロテンでは12µg.に相当する。
耐容上限量にはプロビタミンA.カロテノイドは含

ふく

まない。⑥ビタミンB1，B2は，身体活動レベル「ふつう」の推定エネルギー必要量を用いて算
定した。⑦ナイアシンでNE.はナイアシン当量を表す。また、0〜5か月の目安量の単位はmg/.日。耐容上限量はニコチンアミドのmg量。

①野菜はきのこ，海
かい

藻
そう

を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2025
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適

てき

宜
ぎ

調整すること。③食品構成は「日
本食品標準成分表（八訂）増補2023年」で計算。

（1人1日あたりの重量=g）（香川明夫.監修）

（厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準（2025年版）」による）
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9〜11（月） 700 650 （25）（25） （40） （250）（250） 4.5 4.5 − −
1〜2（歳） 950 900 20 20 20〜30 450 400 4.0 4.0 − −
3〜5（歳） 1,300 1,250 25 25 20〜30 600 550 5.0 5.0 − −
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９〜11（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
1〜2（歳） 400 350 600 600 0.4 0.4 0.6 0.5 6 5 60 35 3.5 3.5 30 3.0未満 2.5未満
3〜5（歳） 500 500 700 700 0.5 0.5 0.8 0.8 8 7 80 40 4.5 4.5 40 3.5未満 3.5未満
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でも，安全性を保証するものでもない。⑤ビタミンA.でRAE.はレチノール活性当量を表す。1.µgRAE.はβ.-.カロテンでは12µg.に相当する。
耐容上限量にはプロビタミンA.カロテノイドは含
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まない。⑥ビタミンB1，B2は，身体活動レベル「ふつう」の推定エネルギー必要量を用いて算
定した。⑦ナイアシンでNE.はナイアシン当量を表す。また、0〜5か月の目安量の単位はmg/.日。耐容上限量はニコチンアミドのmg量。

①野菜はきのこ，海
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藻
そう

を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2025
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適
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調整すること。③食品構成は「日
本食品標準成分表（八訂）増補2023年」で計算。

（1人1日あたりの重量=g）（香川明夫.監修）

（厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準（2025年版）」による）
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脂質（脂肪
エネルギー
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身体活動レベル「ふつう」 推奨量 目標量 推奨量 推奨量 耐容上限量
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6〜8（月） 650 600 （15）（15） （40） （250）（250） 4.5 4.5 − −
9〜11（月） 700 650 （25）（25） （40） （250）（250） 4.5 4.5 − −
1〜2（歳） 950 900 20 20 20〜30 450 400 4.0 4.0 − −
3〜5（歳） 1,300 1,250 25 25 20〜30 600 550 5.0 5.0 − −
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6〜８（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
９〜11（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
1〜2（歳） 400 350 600 600 0.4 0.4 0.6 0.5 6 5 60 35 3.5 3.5 30 3.0未満 2.5未満
3〜5（歳） 500 500 700 700 0.5 0.5 0.8 0.8 8 7 80 40 4.5 4.5 40 3.5未満 3.5未満
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歳以上の炭水化物の目標量は，エネルギーの50〜65%。④カルシウムについて，17歳以下の耐容上限量は定めないが，多量摂取を勧めるもの
でも，安全性を保証するものでもない。⑤ビタミンA.でRAE.はレチノール活性当量を表す。1.µgRAE.はβ.-.カロテンでは12µg.に相当する。
耐容上限量にはプロビタミンA.カロテノイドは含
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まない。⑥ビタミンB1，B2は，身体活動レベル「ふつう」の推定エネルギー必要量を用いて算
定した。⑦ナイアシンでNE.はナイアシン当量を表す。また、0〜5か月の目安量の単位はmg/.日。耐容上限量はニコチンアミドのmg量。
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藻
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調整すること。③食品構成は「日
本食品標準成分表（八訂）増補2023年」で計算。

（1人1日あたりの重量=g）（香川明夫.監修）
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エネルギー
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とみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量。

楽しく食べら
れる雰囲気を
つくりたい！

認定こども園で給食を食べる子どもたち

あなたが保育者なら，子どもに食事を食べさせ
るときにどんなことを心がけたいか，考えてみ
よう。
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体
活
動
レ
ベ
ル
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ふ
つ
う
）

4つの食品群
第1群 第2群 第3群 第4群

栄養を完全にする 血や肉をつくる 体の調子をよくする 力や体温となる
乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも くだもの 穀類 油脂 砂糖
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
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3〜5歳 250 30 60 60 240 50 120 190 170 10 5
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①「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では，推定エネルギー必要量を参考値として示している。②（　）内で示した数値は目安量。③.1.
歳以上の炭水化物の目標量は，エネルギーの50〜65%。④カルシウムについて，17歳以下の耐容上限量は定めないが，多量摂取を勧めるもの
でも，安全性を保証するものでもない。⑤ビタミンA.でRAE.はレチノール活性当量を表す。1.µgRAE.はβ.-.カロテンでは12µg.に相当する。
耐容上限量にはプロビタミンA.カロテノイドは含

ふく

まない。⑥ビタミンB1，B2は，身体活動レベル「ふつう」の推定エネルギー必要量を用いて算
定した。⑦ナイアシンでNE.はナイアシン当量を表す。また、0〜5か月の目安量の単位はmg/.日。耐容上限量はニコチンアミドのmg量。

①野菜はきのこ，海
かい

藻
そう

を含む。また，野菜の1/3以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2025
年版）」の参考表・推定エネルギー必要量の93〜97％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適

てき

宜
ぎ

調整すること。③食品構成は「日
本食品標準成分表（八訂）増補2023年」で計算。

（1人1日あたりの重量=g）（香川明夫.監修）

（厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準（2025年版）」による）
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質（g/日）
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栄養素等
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（µgRAE/日）

ビタミンB1
（mg/日）
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（mg/日） ビタミンD（µg/日） ナトリウム
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９〜11（月）（400）（400） 600 600 （0.2）（0.2）（0.4）（0.4）（3） （3） − （40） 5.0 5.0 25 （1.5） （1.5）
1〜2（歳） 400 350 600 600 0.4 0.4 0.6 0.5 6 5 60 35 3.5 3.5 30 3.0未満 2.5未満
3〜5（歳） 500 500 700 700 0.5 0.5 0.8 0.8 8 7 80 40 4.5 4.5 40 3.5未満 3.5未満
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乳幼児の食事摂取基準─・資料2

４つの食品群の年齢別，性別食品構成─・資料3

苦手なものも
食べられるよう
に応援したい！
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足
そく

している量。
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３．混合栄養
　混合栄養とは，母乳栄養と人工栄養を併用する方法である。母
乳を与えた直後に不足した分だけ人工栄養で補

おぎな
う方法，母乳だけ

の授乳と人工栄養だけの授乳を交互に行う方法，朝と夜だけ母乳
を与えて日中は人工栄養で授乳する方法などがある。それぞれの
利点をふまえ，親子の生活に応じて組み合わせるとよい 資料8 .
資料9 。

（厚生労働省「平成27年度　乳幼児栄養調査」より）

❷子どもの食事
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母乳と育児用調製粉乳，液体ミルクそれぞれの利点─・資料8

月齢別乳汁栄養方法の推移─・資料9

母乳 人工栄養

●.機器の消毒や調乳の手間が不要で，衛生的
であり，母親がいればどこでも飲ませるこ
とができる。
●.ほとんど費用がかからない。
●.消化吸収がよく，アレルギーを起こすこと
が少ない。
●.乳幼児突然死症

しょう

候
こ う

群
ぐ ん

（SIDS ➡p.85 ）の
発症が比較的少ない。
●.分娩後すぐに出る初乳は，細菌やウイルス
の感染に対する免

めん

疫
えき

物質が含
ふく

まれ，たんぱ
く質や無機質などを豊富に含んでいる。
●.乳児が乳首を吸うことで，子宮の回復が促
される。
●.授乳により体を通して乳児とのつながりを
実感し，母子ともに精神的な安定と満足を
得られる。

育児用調製粉乳 液体ミルク

＜共通＞
●.消毒した哺乳びんを使えばだれでも授乳でき，母親の負担が軽くなる。
●飲んだ量を正確に把

は

握
あく

できる。
●常温で保存できる。
●母親の服薬の影響を受けない。
●母乳性黄

おう

疸
だん＊の心配がない。

●発育を促進するミネラル，ビタミンが母乳より多く含まれている。
●.授乳の際，意識的にスキンシップを図ることで，乳児との情

じょう

緒
ち ょ

的なつながりを深められる。

＜育児用調製粉乳のみ＞
●安価で購入しやすい。
●.乳児が飲み足りない場合などに粉乳を足し
て調乳するなど，量の調整ができる。

＜液体ミルクのみ＞
●.調乳の必要がないので，外出時や災害時な
ど，お湯が入手できない状態でも飲ませる
ことができる。
●.冷まさずに，常温のまますぐに飲ませるこ
とができる。

＊.母乳性黄疸とは，新生児黄疸の症状が母乳を飲むことによって１〜２か月ごろまで長引くことをいう。とくに治療の必要はないが，適
てき

宜
ぎ

診断
を受け，ほかの病気の可能性がないか確かめる必要がある。

0 20 40 60 80 100

平成��年度

平成��年度

平成7年度

昭和��年度

0 20 40 60 80 100

平成��年度

平成��年度

平成7年度

昭和��年度

人工栄養混合栄養母乳栄養

＜1か月＞

49.5%

46.2%

42.4%

41.4%

45.9%

52.5%

9.1%

7.9%

5.1%

51.3% 45.2%
3.6%

＜3か月＞

39.6%

38.1%

38.0%

32.0%

34.8%

41.0%

28.5%

27.1%

21.0%

54.7% 35.1%
10.2%

母乳と人工栄養の栄養素の違い─・資料7

※１　育児用調製粉乳は，13％の濃度で調乳したときの成分。
※２.　ここでは日本食品標準成分表（八訂）増補2023年の乳児用調製粉乳，乳
児用液体ミルクの成分を参照。

（文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」より作成）
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質
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脂
質
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）
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リ
ア
シ
ル
グ
リ
セ

ロ
ー
ル
当
量
（
g
）

炭
水
化
物

（
g
）

灰
分

（
g
）

カ
ル
シ
ウ
ム

（
mg
）

鉄（
mg
）

人乳 61 1.1 0.8 3.5 3.6 7.2 0.2 27 0.04
普通牛乳 61 3.3 3.0 3.8 3.5 4.8 0.7 110 0.02
育児用調製粉乳 66 1.6 1.4 3.5 3.4 7.3 0.3 48 0.8
液体ミルク 66 1.5 - 3.6 - 7.1 0.3 45 0.6
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5  病気の予防
1．予防接種

　予防接種は，病気に対する免
めん
疫
えき
を人間の体内に人工的につくら

せるもので，感染症の予防方法としてはもっとも効果的である。
ワクチンを

❶
注射したり飲ませたりして接種する。

　予防接種には，法律によって一定の期間に行われることが勧め
られている定

てい
期
き
予
よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ
資料4 と，希望者が必要なときに受ける

任
にん
意
い
予
よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ
がある。

❷
予防接種には，個人の健康を守る個

こ
人
じん
防
ぼう
衛
えい

の意味だけでなく，感染や流行を防ぐための集
しゅう
団
だん
防
ぼう
衛
えい
の意味もあ

る。予防接種によって副反応が出る場合もあるが，感染症にかか
るリスクについて考え，医師と相談のうえ，計画的に接種してい
くことが大切である。

2．定期健康診査，保健指導
　市区町村や保健所は，決められた月齢，年齢の子どもに対して
定
てい
期
き
健
けん
康
こう
診
しん
査
さ
を行っている 資料5 。定期健康診査では，身体計測

や診察，保
ほ
健
けん
指
し
導
どう
などを行い，成長や発達が順調かどうかの判断

や，必要があれば医療機関の紹介なども行っている。

子どもたちが注射や検査を頑
がん

張
ば

ったあと，褒
ほ

めまくるので，盛り上げじょうず。（38歳・看護師）

子どもの定期予防接種のスケジュール（おもなもの）─・資料4

❶ワクチン：生ワクチンと不活化ワクチンとトキソイ
ドの3種類がある。生ワクチンは病原体を弱毒化した
もの，不活化ワクチンは病原体の病原性をなくしたも
の，トキソイドは細菌がつくる毒素を取り出し，免疫
をつくる能力はもっているが毒性をなくしたもの。

❷定期予防接種は定められた期間に接種すれば費用は
かからない（一部で自己負担あり）。任意予防接種の
費用は自己負担となる。

日本ではじめて予防
接種が開始されたの
は，1849年だそうです。

種　類 ワクチンの種類 接種のスケジュール（例）

DPT-IPV＊1

Ⅰ期
不活化ワクチン

初回接種 3回，追加接種 1回，合計 4回の接種が必要。
　●初回接種（3回）：.標準的には生後 3か月から 12か月に 3回（20日以上，標準的には 20日から 56日

までの間隔をおく）。
　●追加接種（1回）：初回接種から 12か月から 18か月後（最低 6か月後）に 1回。

BCG＊2 生ワクチン
生後 1歳にいたるまでの間に接種する。
標準的な接種は，生後 5か月から 8か月の間に行うこととされている。

麻疹・風疹
混合（MR）

生ワクチン
2 回接種する。
（1歳児と，5歳以上 7歳未満で小学校入学前 1年間の者）

日本脳炎 不活化ワクチン

標準的な接種は，1期接種（計 3回），2期接種（1回）。
　● 1期接種　初回接種：3歳のときに 2回（6から 28日の間隔をおく）。
　　　　　　　追加接種：2回目の接種を行ってからおおむね 1年を経過した時期に 1回。
　● 2期接種　9歳のときに 1回。

接種スケジュールの立て方については被接種者の体調・生活環境，基礎疾
しっ

患
かん

の有無等を考
こう

慮
りょ

して，かかりつけ医あるいは自治体の担当者とよく
相談する必要がある。子どもの定期予防接種には，上記のほかに，Hib（インフルエンザ菌b型），肺炎球菌，B型肝炎，ロタウイルス，水痘な
どもある。
＊1　D：ジフテリア，P：百日ぜき，T：破傷風，IPV：不活化ポリオを表す。　＊2　結核を予防するワクチンの通称。

（国立感染症研究所「日本の予防接種スケジュール」，厚生労働省ホームページなどより作成）
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　　　　　　　追加接種：2回目の接種を行ってからおおむね 1年を経過した時期に 1回。
　● 2期接種　9歳のときに 1回。

接種スケジュールの立て方については被接種者の体調・生活環境，基礎疾
しっ

患
かん

の有無等を考
こう

慮
りょ

して，かかりつけ医あるいは自治体の担当者とよく
相談する必要がある。子どもの定期予防接種には，上記のほかに，Hib（インフルエンザ菌b型），肺炎球菌，B型肝炎，ロタウイルス，水痘な
どもある。
＊1　D：ジフテリア，P：百日ぜき，T：破傷風，IPV：不活化ポリオを表す。　＊2　結核を予防するワクチンの通称。

（国立感染症研究所「日本の予防接種スケジュール」，厚生労働省ホームページなどより作成）
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←四種混合（DPT-IPV）とヒブワクチンを混合した「五種混合ワクチン（DPT-IPV-Hib）」の導入に伴って
　記載を変更しました。
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5  病気の予防
1．予防接種

　予防接種は，病気に対する免
めん
疫
えき
を人間の体内に人工的につくら

せるもので，感染症の予防方法としてはもっとも効果的である。
ワクチンを

❶
注射したり飲ませたりして接種する。

　予防接種には，法律によって一定の期間に行われることが勧め
られている定

てい
期
き
予
よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ
資料4 と，希望者が必要なときに受ける

任
にん
意
い
予
よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ
がある。

❷
予防接種には，個人の健康を守る個

こ
人
じん
防
ぼう
衛
えい

の意味だけでなく，感染や流行を防ぐための集
しゅう
団
だん
防
ぼう
衛
えい
の意味もあ

る。予防接種によって副反応が出る場合もあるが，感染症にかか
るリスクについて考え，医師と相談のうえ，計画的に接種してい
くことが大切である。

2．定期健康診査，保健指導
　市区町村や保健所は，決められた月齢，年齢の子どもに対して
定
てい
期
き
健
けん
康
こう
診
しん
査
さ
を行っている 資料5 。定期健康診査では，身体計測

や診察，保
ほ
健
けん
指
し
導
どう
などを行い，成長や発達が順調かどうかの判断

や，必要があれば医療機関の紹介なども行っている。

子どもたちが注射や検査を頑
がん

張
ば

ったあと，褒
ほ

めまくるので，盛り上げじょうず。（38歳・看護師）

子どもの定期予防接種のスケジュール（おもなもの）─・資料4

❶ワクチン：生ワクチンと不活化ワクチンとトキソイ
ドの3種類がある。生ワクチンは病原体を弱毒化した
もの，不活化ワクチンは病原体の病原性をなくしたも
の，トキソイドは細菌がつくる毒素を取り出し，免疫
をつくる能力はもっているが毒性をなくしたもの。

❷定期予防接種は定められた期間に接種すれば費用は
かからない（一部で自己負担あり）。任意予防接種の
費用は自己負担となる。

日本ではじめて予防
接種が開始されたの
は，1849年だそうです。

種　類 ワクチンの種類 接種のスケジュール（例）

DPT-IPV
-Hib＊ 1

Ⅰ期
不活化ワクチン

初回接種 3回，追加接種 1回，合計 4回の接種が必要。
　●初回接種（3回）：.標準的には生後 3か月から 12か月に 3回（20日以上，標準的には 20日から 56日

までの間隔をおく）。
　●追加接種（1回）：初回接種から 12か月から 18か月後（最低 6か月後）に 1回。

BCG＊2 生ワクチン
生後 1歳にいたるまでの間に接種する。
標準的な接種は，生後 5か月から 8か月の間に行うこととされている。

麻疹・風疹
混合（MR）

生ワクチン
2 回接種する。
（1歳児と，5歳以上 7歳未満で小学校入学前 1年間の者）

日本脳炎 不活化ワクチン

標準的な接種は，1期接種（計 3回），2期接種（1回）。
　● 1期接種　初回接種：3歳のときに 2回（6から 28日の間隔をおく）。
　　　　　　　追加接種：2回目の接種を行ってからおおむね 1年を経過した時期に 1回。
　● 2期接種　9歳のときに 1回。

接種スケジュールの立て方については被接種者の体調・生活環境，基礎疾
しっ

患
かん

の有無等を考
こう

慮
りょ

して，かかりつけ医あるいは自治体の担当者とよく
相談する必要がある。子どもの定期予防接種には，上記のほかに，肺炎球菌，B型肝炎，ロタウイルス，水痘などもある。
＊1　五種混合　D：ジフテリア，P：百日ぜき，T：破傷風，IPV：不活化ポリオ，Hib（インフルエンザ菌b型）感染症を表す。
＊2　結核を予防するワクチンの通称。

（国立感染症研究所「日本の予防接種スケジュール」，厚生労働省ホームページなどより作成）
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5  病気の予防
1．予防接種

　予防接種は，病気に対する免
めん
疫
えき
を人間の体内に人工的につくら

せるもので，感染症の予防方法としてはもっとも効果的である。
ワクチンを

❶
注射したり飲ませたりして接種する。

　予防接種には，法律によって一定の期間に行われることが勧め
られている定

てい
期
き
予
よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ
資料4 と，希望者が必要なときに受ける

任
にん
意
い
予
よ
防
ぼう
接
せっ
種
しゅ
がある。

❷
予防接種には，個人の健康を守る個

こ
人
じん
防
ぼう
衛
えい

の意味だけでなく，感染や流行を防ぐための集
しゅう
団
だん
防
ぼう
衛
えい
の意味もあ

る。予防接種によって副反応が出る場合もあるが，感染症にかか
るリスクについて考え，医師と相談のうえ，計画的に接種してい
くことが大切である。

2．定期健康診査，保健指導
　市区町村や保健所は，決められた月齢，年齢の子どもに対して
定
てい
期
き
健
けん
康
こう
診
しん
査
さ
を行っている 資料5 。定期健康診査では，身体計測

や診察，保
ほ
健
けん
指
し
導
どう
などを行い，成長や発達が順調かどうかの判断

や，必要があれば医療機関の紹介なども行っている。

子どもたちが注射や検査を頑
がん

張
ば

ったあと，褒
ほ

めまくるので，盛り上げじょうず。（38歳・看護師）

子どもの定期予防接種のスケジュール（おもなもの）─・資料4

❶ワクチン：生ワクチンと不活化ワクチンとトキソイ
ドの3種類がある。生ワクチンは病原体を弱毒化した
もの，不活化ワクチンは病原体の病原性をなくしたも
の，トキソイドは細菌がつくる毒素を取り出し，免疫
をつくる能力はもっているが毒性をなくしたもの。

❷定期予防接種は定められた期間に接種すれば費用は
かからない（一部で自己負担あり）。任意予防接種の
費用は自己負担となる。

日本ではじめて予防
接種が開始されたの
は，1849年だそうです。

種　類 ワクチンの種類 接種のスケジュール（例）

DPT-IPV
-Hib＊ 1

Ⅰ期
不活化ワクチン

初回接種 3回，追加接種 1回，合計 4回の接種が必要。
　●初回接種（3回）：.標準的には生後 3か月から 12か月に 3回（20日以上，標準的には 20日から 56日

までの間隔をおく）。
　●追加接種（1回）：初回接種から 12か月から 18か月後（最低 6か月後）に 1回。

BCG＊2 生ワクチン
生後 1歳にいたるまでの間に接種する。
標準的な接種は，生後 5か月から 8か月の間に行うこととされている。

麻疹・風疹
混合（MR）

生ワクチン
2 回接種する。
（1歳児と，5歳以上 7歳未満で小学校入学前 1年間の者）

日本脳炎 不活化ワクチン

標準的な接種は，1期接種（計 3回），2期接種（1回）。
　● 1期接種　初回接種：3歳のときに 2回（6から 28日の間隔をおく）。
　　　　　　　追加接種：2回目の接種を行ってからおおむね 1年を経過した時期に 1回。
　● 2期接種　9歳のときに 1回。

接種スケジュールの立て方については被接種者の体調・生活環境，基礎疾
しっ

患
かん

の有無等を考
こう

慮
りょ

して，かかりつけ医あるいは自治体の担当者とよく
相談する必要がある。子どもの定期予防接種には，上記のほかに，肺炎球菌，B型肝炎，ロタウイルス，水痘などもある。
＊1　五種混合　D：ジフテリア，P：百日ぜき，T：破傷風，IPV：不活化ポリオ，Hib（インフルエンザ菌b型）感染症を表す。
＊2　結核を予防するワクチンの通称。

（国立感染症研究所「日本の予防接種スケジュール」，厚生労働省ホームページなどより作成）
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90 保育あ る あ る

6  子どもの安全
　子どもの事故は，子どもの発育・発達の段階と関係が深い。自
分の身のまわりのものに興味や関心を強くもつようになり，それ
ぞれの時期に子どもたちはさまざまな危険と出合う 資料6 .資料7 。

「看護師さん」ではなく「先生」と呼ばれがち。（38歳・看護師）

子どもは何でも口に入れる，どこにでものぼる─・資料6

子どもの発達と起こりやすい事故─・資料7

（こども家庭庁「こどもを事故から守る！　事故防止ハンドブック」令和6年1月版より作成）

発
達
の
め
や
す

主
な
起
こ
り
や
す
い
事
故

窒
息
・
誤
飲
事
故

転
落
・
転
倒
事
故

挟
む・切
る・そ
の
他
の
事
故

水
ま
わ
り

の
事
故

車
・
自
転
車

関
連
の
事
故

や
け
ど

事
故

首すわり
足をバタバタさせる

・抱っこ紐使用時の転落
・ベビーカーからの転落

・チャイルドシート未使用による事故
・車内での熱中症

・大人用ベッドやソファからの転落 ・ベビーベッドやおむつ替えの台からの転落

〈就寝時の窒息事故〉
　・うつぶせで寝て，顔がやわらかい寝具に埋もれる
　・掛布団，ベッド上の衣類，ぬいぐるみ，スタイなどで窒息

・ベッドと壁の隙間などに挟まれる
・家族の体の一部で圧迫される
・ミルクの吐き戻しによる窒息

・浴槽へ転落し溺れる
・洗濯機，バケツや洗面器などによる事故

・階段からの転落，段差での転倒

・テーブルなどの家具で打撲

・キッチン付近で包丁，ナイフでのけが

・カミソリ，カッタ　ー，はさみなどの刃物やおもちゃでのけが
・小さなものを鼻や　耳に入れる

・ブラインドやカーテンの紐などによる窒息

・椅子やテーブルからの転落

・食事中に食べ物で窒息 ・おもちゃなど小さなもので窒息

・お茶，みそ汁，カップ麺などでのやけど ・調理　器具やアイロンでのやけど・電気ケトル，ポット，炊飯器でのやけど

・ボタン電池，吸水ボール，磁石などの誤飲

・子ども乗せ自転車での転倒
・車のドアやパワーウインドウに挟まれる事故

・医薬品，洗剤，化粧品などの誤飲 ・たばこ，お酒などの誤飲 ・包装フィルム・シ　ールなどの誤飲

・ビニールプールやプールなどでの事故

・ショッピングカートからの転落

・道路上などでの事故

・ドアや窓で手や指を挟む
・タンスなどの家具を倒して下敷きになる

・歯磨き中に歯ブラシでの喉突きなどの事故

・エスカレーター，エレベーターでの事故

・機械式立体駐車場での挟まれ事故

・ベランダなどからの転落 ・窓や出窓からの転落

・ライター，花火によるやけど

・ドラム式洗濯機での事故

・海や川での事故 ・ため池，用水路，排水溝，浄水槽での事故

・自転車に乗せた子どもの足が後輪に巻き込まれる，スポーク外傷

・遊具（すべり台，ジャングルジム，ブランコなど）からの転落
・ペダルなし二輪遊具，キックスケーター等での転倒

一人座り つかまり立ち 階段をのぼり降りする
その場でジャンプ

高い所へのぼれる

離乳食を始める
. 寝返りをうつ

一人歩き
. 走る

はいはいをする
. 指で物をつかむ

・暖房器具や加湿器でのやけど

・入浴時に溺れる

hoikukiso_p002-144_03.indb   90 2024/11/13   13:25
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【文言を追加・変更】
・ブラインドやカーテンの紐な
どによる窒息
・チャイルドシート未使用によ
る事故
・エスカレーター・エレベーター
での事故
・海や川での事故・ため池，用
水路，排水溝，浄水槽での事故
・キッチン付近で包丁，ナイフ
でのけが
・出典名の更新

【項目を追加】
・子どもの熱中症

【項目の内容・時期の変更】
・ドラム式洗濯機での事故

【項目を移動】
・機械式立体駐車場での挟まれ
事故

【上記の追加・変更に伴うスペー
ス調整】
・発達のめやす　のイラストを
縮小

90
91

資料７
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90 保育あ る あ る

6  子どもの安全
　子どもの事故は，子どもの発育・発達の段階と関係が深い。自
分の身のまわりのものに興味や関心を強くもつようになり，それ
ぞれの時期に子どもたちはさまざまな危険と出合う 資料6 .資料7 。

「看護師さん」ではなく「先生」と呼ばれがち。（38歳・看護師）

子どもは何でも口に入れる，どこにでものぼる─・資料6

子どもの発達と起こりやすい事故─・資料7

（こども家庭庁「こどもを事故から守る！　事故防止ハンドブック」令和7年3月版より作成）
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首すわり
足をバタバタさせる

・抱っこ紐使用時の転落
・ベビーカーからの転落

・チャイルドシート未使用または誤使用による事故
・車内での熱中症

・大人用ベッドやソファからの転落 ・ベビーベッドやおむつ替えの台からの転落

〈就寝時の窒息事故〉
　・うつぶせで寝て，顔がやわらかい寝具に埋もれる
　・掛布団，ベッド上の衣類，ぬいぐるみ，スタイなどで窒息

・ベッドと壁の隙間などに挟まれる
・家族の体の一部で圧迫される
・ミルクの吐き戻しによる窒息

・浴槽へ転落し溺れる
・洗濯機，バケツや洗面器などによる事故

・階段からの転落，段差での転倒

・テーブルなどの家具で打撲

・キッチン付近の包丁，ナイフでのけが

・カミソリ，カッタ　ー，はさみなどの刃物やおもちゃでのけが
・小さなものを鼻や　耳に入れる

・ブラインドやカーテンの紐，洗濯機への閉じ込めなどによる窒息

・椅子やテーブルからの転落

・食事中に食べ物で窒息 ・おもちゃなど小さなもので窒息

・お茶，みそ汁，カップ麺などでのやけど ・調理　器具やアイロンでのやけど・電気ケトル，ポット，炊飯器でのやけど

・ボタン電池，吸水ボール，磁石などの誤飲

・子ども乗せ自転車での転倒
・車のドアやパワーウインドウに挟まれる事故

・医薬品，洗剤，化粧品などの誤飲 ・たばこ，お酒などの誤飲 ・包装フィルム・シ　ールなどの誤飲

・ビニールプールやプールなどでの事故

・ショッピングカートからの転落

・道路上などでの事故

・ドアや窓で手や指を挟む
・タンスなどの家具を倒して下敷きになる

・歯磨き中に歯ブラシでの喉突きなどの事故

・エスカレーター，エレベーターでの事故.・スマートフォン等の充電時に起きる事故
・子どもの熱中症

・機械式立体駐車場での挟まれ事故

・ベランダなどからの転落 ・窓や出窓からの転落

・ライター，花火によるやけど

・転倒によりぶら下げていた水筒が腹部にあたる事故

・海や川での事故 ・ため池，用水路，排水溝，浄水槽での事故

・自転車に乗せた子どもの足が後輪に巻き込まれる，スポーク外傷

・遊具（すべり台，ジャングルジム，ブランコなど）からの転落
・ペダルなし二輪遊具，キックスケーター等での転倒

一人座り つかまり立ち 階段をのぼり降りする
その場でジャンプ

高い所へのぼれる

離乳食を始める
. 寝返りをうつ

一人歩き
. 走る

はいはいをする
. 指で物をつかむ

・暖房器具や加湿器でのやけど

・入浴時に溺れる
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5

　事故を防ぐためには，子どもの発達の理解をもとに，子ど
もたちが十分に体を動かし，さまざまなものにかかわること
ができるような環境をととのえ，体験を通して危険を回避す
る力を育てていくことが必要である。子どもの事故は屋外・
屋内のさまざまな場所で起きるため，それぞれの場所ごとに
対策が必要である。

子どもの安全対策を考えよう
　屋内，屋外にひそむ子どもにとっての危険と，
その安全対策について具体的に考えてみよう。ま
た，保育施設や乳幼児がいる家庭ではどのような
安全対策をしているのか調べてみよう。

❹子どもの健康と安全

章

子
ど
も
の
生
活

（こども家庭庁「こどもを事故から守る！　事故防止ハンドブック」令和 6 年 1 月版より作成）

発
達
の
め
や
す

主
な
起
こ
り
や
す
い
事
故

窒
息
・
誤
飲
事
故

転
落
・
転
倒
事
故

挟
む・切
る・そ
の
他
の
事
故

水
ま
わ
り

の
事
故

車
・
自
転
車

関
連
の
事
故

や
け
ど

事
故

首すわり
足をバタバタさせる

・抱っこ紐使用時の転落
・ベビーカーからの転落

・チャイルドシート未使用による事故
・車内での熱中症

・大人用ベッドやソファからの転落 ・ベビーベッドやおむつ替えの台からの転落

〈就寝時の窒息事故〉
　・うつぶせで寝て，顔がやわらかい寝具に埋もれる
　・掛布団，ベッド上の衣類，ぬいぐるみ，スタイなどで窒息

・ベッドと壁の隙間などに挟まれる
・家族の体の一部で圧迫される
・ミルクの吐き戻しによる窒息

・浴槽へ転落し溺れる
・洗濯機，バケツや洗面器などによる事故

・階段からの転落，段差での転倒

・テーブルなどの家具で打撲

・キッチン付近で包丁，ナイフでのけが

・カミソリ，カッタ　ー，はさみなどの刃物やおもちゃでのけが
・小さなものを鼻や　耳に入れる

・ブラインドやカーテンの紐などによる窒息

・椅子やテーブルからの転落

・食事中に食べ物で窒息 ・おもちゃなど小さなもので窒息

・お茶，みそ汁，カップ麺などでのやけど ・調理　器具やアイロンでのやけど・電気ケトル，ポット，炊飯器でのやけど

・ボタン電池，吸水ボール，磁石などの誤飲

・子ども乗せ自転車での転倒
・車のドアやパワーウインドウに挟まれる事故

・医薬品，洗剤，化粧品などの誤飲 ・たばこ，お酒などの誤飲 ・包装フィルム・シ　ールなどの誤飲

・ビニールプールやプールなどでの事故

・ショッピングカートからの転落

・道路上などでの事故

・ドアや窓で手や指を挟む
・タンスなどの家具を倒して下敷きになる

・歯磨き中に歯ブラシでの喉突きなどの事故

・エスカレーター，エレベーターでの事故

・機械式立体駐車場での挟まれ事故

・ベランダなどからの転落 ・窓や出窓からの転落

・ライター，花火によるやけど

・ドラム式洗濯機での事故

・海や川での事故 ・ため池，用水路，排水溝，浄水槽での事故

・自転車に乗せた子どもの足が後輪に巻き込まれる，スポーク外傷

・遊具（すべり台，ジャングルジム，ブランコなど）からの転落
・ペダルなし二輪遊具，キックスケーター等での転倒

一人座り つかまり立ち 階段をのぼり降りする
その場でジャンプ

高い所へのぼれる

離乳食を始める
 寝返りをうつ

一人歩き
 走る

はいはいをする
 指で物をつかむ

・暖房器具や加湿器でのやけど

・入浴時に溺れる

hoikukiso_p002-144_03.indb   91 2024/11/13   13:25

Ｖ
Ｖ

削除

90
91

資料７



19

ページ 行 令 和 ８ 年 度 教 科 書（ 新 ）
訂正箇所

家庭 706　保育基礎　ようこそ，ともに育ち合う保育の世界へ　令和７年度版→８年度版修正箇所

91

5

　事故を防ぐためには，子どもの発達の理解をもとに，子ど
もたちが十分に体を動かし，さまざまなものにかかわること
ができるような環境をととのえ，体験を通して危険を回避す
る力を育てていくことが必要である。子どもの事故は屋外・
屋内のさまざまな場所で起きるため，それぞれの場所ごとに
対策が必要である。

子どもの安全対策を考えよう
　屋内，屋外にひそむ子どもにとっての危険と，
その安全対策について具体的に考えてみよう。ま
た，保育施設や乳幼児がいる家庭ではどのような
安全対策をしているのか調べてみよう。

❹子どもの健康と安全

章

子
ど
も
の
生
活

（こども家庭庁「こどもを事故から守る！　事故防止ハンドブック」令和 7 年 3 月版より作成）

発
達
の
め
や
す

主
な
起
こ
り
や
す
い
事
故

窒
息
・
誤
飲
事
故

転
落
・
転
倒
事
故

挟
む・切
る・そ
の
他
の
事
故

水
ま
わ
り

の
事
故

車
・
自
転
車

関
連
の
事
故

や
け
ど

事
故

首すわり
足をバタバタさせる

・抱っこ紐使用時の転落
・ベビーカーからの転落

・チャイルドシート未使用または誤使用による事故
・車内での熱中症

・大人用ベッドやソファからの転落 ・ベビーベッドやおむつ替えの台からの転落

〈就寝時の窒息事故〉
　・うつぶせで寝て，顔がやわらかい寝具に埋もれる
　・掛布団，ベッド上の衣類，ぬいぐるみ，スタイなどで窒息

・ベッドと壁の隙間などに挟まれる
・家族の体の一部で圧迫される
・ミルクの吐き戻しによる窒息

・浴槽へ転落し溺れる
・洗濯機，バケツや洗面器などによる事故

・階段からの転落，段差での転倒

・テーブルなどの家具で打撲

・キッチン付近の包丁，ナイフでのけが

・カミソリ，カッタ　ー，はさみなどの刃物やおもちゃでのけが
・小さなものを鼻や　耳に入れる

・ブラインドやカーテンの紐，洗濯機への閉じ込めなどによる窒息

・椅子やテーブルからの転落

・食事中に食べ物で窒息 ・おもちゃなど小さなもので窒息

・お茶，みそ汁，カップ麺などでのやけど ・調理　器具やアイロンでのやけど・電気ケトル，ポット，炊飯器でのやけど

・ボタン電池，吸水ボール，磁石などの誤飲

・子ども乗せ自転車での転倒
・車のドアやパワーウインドウに挟まれる事故

・医薬品，洗剤，化粧品などの誤飲 ・たばこ，お酒などの誤飲 ・包装フィルム・シ　ールなどの誤飲

・ビニールプールやプールなどでの事故

・ショッピングカートからの転落

・道路上などでの事故

・ドアや窓で手や指を挟む
・タンスなどの家具を倒して下敷きになる

・歯磨き中に歯ブラシでの喉突きなどの事故

・エスカレーター，エレベーターでの事故 ・スマートフォン等の充電時に起きる事故
・子どもの熱中症

・機械式立体駐車場での挟まれ事故

・ベランダなどからの転落 ・窓や出窓からの転落

・ライター，花火によるやけど

・転倒によりぶら下げていた水筒が腹部にあたる事故

・海や川での事故 ・ため池，用水路，排水溝，浄化槽での事故

・自転車に乗せた子どもの足が後輪に巻き込まれる，スポーク外傷

・遊具（すべり台，ジャングルジム，ブランコなど）からの転落
・ペダルなし二輪遊具，キックスケーター等での転倒

一人座り つかまり立ち 階段をのぼり降りする
その場でジャンプ

高い所へのぼれる

離乳食を始める
 寝返りをうつ

一人歩き
 走る

はいはいをする
 指で物をつかむ

・暖房器具や加湿器でのやけど

・入浴時に溺れる
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95❹子どもの健康と安全

章

子
ど
も
の
生
活

●子どもの健康や安全を守るために，大切だと思っ
たことをあげてみよう。
●身近な環境が子どもにとって危険な場所になって
いないか，チェックしてみよう。

身近な保育施設を訪問し，子
どもたちの健康管理や安全対
策について，職員の方に聞い
てみよう。

ふり返ろう 深めようまとめ

● 小学校入学前の外遊びの実施状況別新体力テ
スト合計点（10歳）

●おもなストレス反応の例

• 頭痛，腹痛などを訴える
• 食欲不振，吐

は

き気
• 一人で眠れない，夜中に目が覚める
• 親から離れたがらない. など

　近年，子どもの体力が低下しているといわれる。スポーツ庁の「令和
５年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査」では，小中学生の体力合
計点は前年から横ばい・向上傾向だが，新型コロナウイルス感染症が
蔓
まんえん
延する前の水準には戻っていないことが示された。また，「令和４年

度体力・運動能力調査」では，「幼児期に外遊びを週４日以上していた
小学生は，週３日以下の小学生より合計点が高い。」という傾向がみら
れ（右図），幼児期の外遊びの重要性が示されている。文部科学省では，
運動習慣の基盤づくりを通して，幼児期＊に必要な多様な動きの獲得や
体力・運動能力の基礎を培

つちか
うとともに，さまざまな活動への意欲や社会

性，創造性などを育
はぐく
むことをめざし，「幼児期運動指針」を策定している。

とくに都市部では，子どもが自由に遊んだり，自然と触れ合える環境が
減少し，外遊びの機会をどのようにして広げていくかが課題となっている。

＊この指針では3歳から6歳の小学校就学前の子どもをさす。

　2020年，世界的に流行した新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より，外出自粛や保育施設の休園，行事の中止，「新しい生活様式」の
開始などが余儀なくされ，子どもの生活にも大きな影響が及んだ。大人
も子どもも，ある程度のことには適応する能力があるが，幼児や発達障
がいのある子どもの場合などは，生活環境の急な変化などにより，周囲
の想像以上に大きなストレスをかかえ，心身の健康に影響が及ぶ場合が
ある。幼い子どもは自分からSOSが出しにくいので，子どもに右のよ
うなストレス反応が見られた場合は，まわりの大人が早めに対処する必
要がある。

課題

課題

子どもの運動能力低下

子どものストレス

45

50

55

60

週に
6日以上

57.5
54.5 54.4

50.4

週に
4～5日

週に
2～3日

週に
1日以下

（点）

45

50

55

60

週に
6日以上

57.2
55.5 54.3 53.8

週に
4～5日

週に
2～3日

週に
1日以下

（点）

男子（10歳）

女子（10歳）

0

0

❸

❹

（スポーツ庁「令和４年度体力・運動能力調査結果」より）
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95❹子どもの健康と安全

章

子
ど
も
の
生
活

●子どもの健康や安全を守るために，大切だと思っ
たことをあげてみよう。
●身近な環境が子どもにとって危険な場所になって
いないか，チェックしてみよう。

身近な保育施設を訪問し，子
どもたちの健康管理や安全対
策について，職員の方に聞い
てみよう。

ふり返ろう 深めようまとめ

● 小学校入学前の外遊びの実施状況別新体力テ
スト合計点（10歳）

●おもなストレス反応の例

• 頭痛，腹痛などを訴える
• 食欲不振，吐

は

き気
• 一人で眠れない，夜中に目が覚める
• 親から離れたがらない. など

　近年，子どもの体力が低下しているといわれる。スポーツ庁の「令和
６年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査」では，小中学生の体力合
計点は，中学男子は新型コロナウイルス感染症が蔓

まんえん
延する前の水準に戻っ

たが，それ以外は前年から横ばい・低下傾向にある。また，「令和５年
度体力・運動能力調査」では，「幼児期に外遊びを週４日以上していた
小学生は，週３日以下の小学生より合計点が高い。」という傾向がみら
れ（右図），幼児期の外遊びの重要性が示されている。文部科学省では，
運動習慣の基盤づくりを通して，幼児期＊に必要な多様な動きの獲得や
体力・運動能力の基礎を培

つちか
うとともに，さまざまな活動への意欲や社会

性，創造性などを育
はぐく
むことをめざし，「幼児期運動指針」を策定している。

とくに都市部では，子どもが自由に遊んだり，自然と触れ合える環境が
減少し，外遊びの機会をどのようにして広げていくかが課題である。

＊この指針では3歳から6歳の小学校就学前の子どもをさす。

　2020年，世界的に流行した新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より，外出自粛や保育施設の休園，行事の中止，「新しい生活様式」の
開始などが余儀なくされ，子どもの生活にも大きな影響が及んだ。大人
も子どもも，ある程度のことには適応する能力があるが，幼児や発達障
がいのある子どもの場合などは，生活環境の急な変化などにより，周囲
の想像以上に大きなストレスをかかえ，心身の健康に影響が及ぶ場合が
ある。幼い子どもは自分からSOSが出しにくいので，子どもに右のよ
うなストレス反応が見られた場合は，まわりの大人が早めに対処する必
要がある。

課題

課題

子どもの運動能力低下

子どものストレス

45

50

55

60

週に
6日以上

56.8
54.5 53.2

51.4

週に
4～5日

週に
2～3日

週に
1日以下

（点）

45

50

55

60

週に
6日以上

57.9 56.5
55.0

52.1

週に
4～5日

週に
2～3日

週に
1日以下

（点）

男子（10歳）

女子（10歳）

0

0

❸

❹

（スポーツ庁「令和５年度体力・運動能力調査結果」より）
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現代の日本の子どもの
SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」を
実現していくにはどうしたらよいのだろうか。
ここでは，現代の子どもの健康課題について知り，
自分には何ができるか考えてみよう。

健 題康 課

●自閉スペクトラム症

●医療的ケア児の数の推移（0〜19歳）

　一般的に新生児は，妊娠40週前後・体重3,000g前後で生まれる。
これに対し，妊娠37週未満で生まれる子どもを早産児，体重2,500g
未満で生まれる子どもを低出生体重児という。医療の進歩により，多く
の未熟児を救命できるようになったが，とくに，妊娠28週未満の超早
産児や体重1,000g未満の超低出生体重児は，呼吸，栄養などで医療的
ケアが必要になることが多く，後遺症が残ることもあるため，成長発達
の経過をていねいに追っていく必要がある。日常的に医療的ケアが必要
な子ども（医療的ケア児）が増えているにもかかわらず，受け入れるこ
とができる集団保育の施設は，まだ十分にととのっているとはいえない。
気管にたまったたんを吸引する「たん吸引」や，口から食事をとれない
子どもにチューブを使って胃に栄養を送る「経管栄養」は，研修を受け
た保育士や教員も行うことができるようになった。2021年9月には「医
療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され，医療
的ケア児とその家族を社会全体で支える政策が進められている。

　発達障がいは，家族のしつけや家庭環境，本人の怠慢などが原因では
なく，基本的に脳の機能の障がいから起こるものである。幼い頃には症
状が目立たず，思春期や大人になってから，学校や職場で問題が顕在化
することもある。
　おもな発達障がいには，自閉スペクトラム症，ADHD，学習障害な
どがある。同じ診断名でも，ほかの障がいを併せもっている場合や，子
どもの個性，発達の状況，置かれている環境などの要因によってさまざ
まな症状があらわれる。発達障がいの原因やメカニズムは，まだ完全に
解明されてはいない。本人やまわりの家族などに気になることがあれば，
必要な支援が受けられるように，小児神経科などの専門科を受診するこ
とが大切である。近年，発達障がいという診断を受ける子どもの数が増
加しており，特別支援教育 ➡p.31 の対象となる子どもの数は増え続け
ている。家族や関係機関が連携した切れ目のない支援や，発達障がいに
対する周囲の理解が求められている。

言葉の遅れ，会話が成り立たないなど，言語やコミ
ュニケーションの障がいが認められることが多い。
感情を共有することが苦手で，友達ができにくかっ
たり，友達がいてもかかわりが一方的だったりする
ことがある。また，こだわりが強く，感覚過敏や鈍
麻（鈍

にぶ

いこと）など，感覚の問題が認められること
も特

とく

徴
ちょう

的である。

全般的な知的発達に遅れはない
ものの，聞く，話す，読む，書
く，計算する，推論することな
どに困難を示す。

活動に集中できない，気が散りやすい，ものをなく
しやすい，じっとしていられない，待つことが苦手
で他人の邪

じゃ

魔
ま

をしてしまうなど，日常生活や集団生
活のルールを守ることに困難を示す。

課題

課題

医療的ケア児の増加

発達障がい児の増加

●ADHD（注意欠如・多動症）

●学習障害（限局性学習症，LD）

（千人）

（千人）
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※上記の値は推計値である。

（厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児
に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究（田
村班）」及び当該研究事業関係者の協力のもと，社会医療診療行為別
統計によりこども家庭庁支援局障害児支援課で作成）

※ADHDは，“Attention-Deficit./.Hyperactivity.Disorder”の略語。
LDは，考え方によって“Learning.Disabilities”，“Learning.Disorders”，
“Learning.Differences”などと呼ばれる。

❶

❷

目標３では，子どもの健康と
福祉に関して，妊産婦や乳
幼児の死亡率の削減などを
ターゲットとしています。
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現代の日本の子どもの
SDGsの目標3「すべての人に健康と福祉を」を
実現していくにはどうしたらよいのだろうか。
ここでは，現代の子どもの健康課題について知り，
自分には何ができるか考えてみよう。

健 題康 課

●自閉スペクトラム症

●医療的ケア児の数の推移（0～19歳）

　一般的に新生児は，妊娠40週前後・体重3,000g前後で生まれる。
これに対し，妊娠37週未満で生まれる子どもを早産児，体重2,500g
未満で生まれる子どもを低出生体重児という。医療の進歩により，多く
の未熟児を救命できるようになったが，とくに，妊娠28週未満の超早
産児や体重1,000g未満の超低出生体重児は，呼吸，栄養などで医療的
ケアが必要になることが多く，後遺症が残ることもあるため，成長発達
の経過をていねいに追っていく必要がある。日常的に医療的ケアが必要
な子ども（医療的ケア児）が増えているにもかかわらず，受け入れるこ
とができる集団保育の施設は，まだ十分にととのっているとはいえない。
気管にたまったたんを吸引する「たん吸引」や，口から食事をとれない
子どもにチューブを使って胃に栄養を送る「経管栄養」は，研修を受け
た保育士や教員も行うことができるようになった。2021年9月には「医
療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行され，医療
的ケア児とその家族を社会全体で支える政策が進められている。

　発達障がいは，家族のしつけや家庭環境，本人の怠慢などが原因では
なく，基本的に脳の機能の障がいから起こるものである。幼い頃には症
状が目立たず，思春期や大人になってから，学校や職場で問題が顕在化
することもある。
　おもな発達障がいには，自閉スペクトラム症，ADHD，学習障害な
どがある。同じ診断名でも，ほかの障がいを併せもっている場合や，子
どもの個性，発達の状況，置かれている環境などの要因によってさまざ
まな症状があらわれる。発達障がいの原因やメカニズムは，まだ完全に
解明されてはいない。本人やまわりの家族などに気になることがあれば，
必要な支援が受けられるように，小児神経科などの専門科を受診するこ
とが大切である。近年，発達障がいという診断を受ける子どもの数が増
加しており，特別支援教育 ➡p.31 の対象となる子どもの数は増え続け
ている。家族や関係機関が連携した切れ目のない支援や，発達障がいに
対する周囲の理解が求められている。

言葉の遅れ，会話が成り立たないなど，言語やコミ
ュニケーションの障がいが認められることが多い。
感情を共有することが苦手で，友達ができにくかっ
たり，友達がいてもかかわりが一方的だったりする
ことがある。また，こだわりが強く，感覚過敏や鈍
麻（鈍

にぶ

いこと）など，感覚の問題が認められること
も特

とく

徴
ちょう

的である。

全般的な知的発達に遅れはない
ものの，聞く，話す，読む，書
く，計算する，推論することな
どに困難を示す。

活動に集中できない，気が散りやすい，ものをなく
しやすい，じっとしていられない，待つことが苦手
で他人の邪

じゃ

魔
ま

をしてしまうなど，日常生活や集団生
活のルールを守ることに困難を示す。

課題

課題

医療的ケア児の増加

発達障がい児の増加

●ADHD（注意欠如・多動症）

●学習障害（限局性学習症，LD）

（千人）

（千人）
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※上記の値は推計値である。

（厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児
に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究（田
村班）」及び当該研究事業の協力のもと，社会医療診療行為別統計(各
年６月審査分)により厚生労働省障害児・発達障害者支援室で作成）

※ADHDは，“Attention-Deficit./.Hyperactivity.Disorder”の略語。
LDは，考え方によって“Learning.Disabilities”，“Learning.Disorders”，
“Learning.Differences”などと呼ばれる。

❶

❷

目標３では，子どもの健康と
福祉に関して，妊産婦や乳
幼児の死亡率の削減などを
ターゲットとしています。
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95❹子どもの健康と安全

章

子
ど
も
の
生
活

●子どもの健康や安全を守るために，大切だと思っ
たことをあげてみよう。
●身近な環境が子どもにとって危険な場所になって
いないか，チェックしてみよう。

身近な保育施設を訪問し，子
どもたちの健康管理や安全対
策について，職員の方に聞い
てみよう。

ふり返ろう 深めようまとめ

● 小学校入学前の外遊びの実施状況別新体力テ
スト合計点（10歳）

●おもなストレス反応の例

• 頭痛，腹痛などを訴える
• 食欲不振，吐

は

き気
• 一人で眠れない，夜中に目が覚める
• 親から離れたがらない. など

　近年，子どもの体力が低下しているといわれる。スポーツ庁の「令和
６年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査」では，小中学生の体力合
計点は，中学男子は新型コロナウイルス感染症が蔓

まんえん
延する前の水準に戻っ

たが，それ以外は前年から横ばい・低下傾向にある。また，「令和５年
度体力・運動能力調査」では，「幼児期に外遊びを週４日以上していた
小学生は，週３日以下の小学生より合計点が高い。」という傾向がみら
れ（右図），幼児期の外遊びの重要性が示されている。文部科学省では，
運動習慣の基盤づくりを通して，幼児期＊に必要な多様な動きの獲得や
体力・運動能力の基礎を培

つちか
うとともに，さまざまな活動への意欲や社会

性，創造性などを育
はぐく
むことをめざし，「幼児期運動指針」を策定している。

とくに都市部では，子どもが自由に遊んだり，自然と触れ合える環境が
減少し，外遊びの機会をどのようにして広げていくかが課題である。

＊この指針では3歳から6歳の小学校就学前の子どもをさす。

　2020年，世界的に流行した新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より，外出自粛や保育施設の休園，行事の中止，「新しい生活様式」の
開始などが余儀なくされ，子どもの生活にも大きな影響が及んだ。大人
も子どもも，ある程度のことには適応する能力があるが，幼児や発達障
がいのある子どもの場合などは，生活環境の急な変化などにより，周囲
の想像以上に大きなストレスをかかえ，心身の健康に影響が及ぶ場合が
ある。幼い子どもは自分からSOSが出しにくいので，子どもに右のよ
うなストレス反応が見られた場合は，まわりの大人が早めに対処する必
要がある。

課題

課題

子どもの運動能力低下

子どものストレス
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57.9 56.5
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52.1

週に
4～5日

週に
2～3日

週に
1日以下

（点）

男子（10歳）

女子（10歳）

0

0

❸

❹

（スポーツ庁「令和５年度体力・運動能力調査結果」より）
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●子どもの健康や安全を守るために，大切だと思っ
たことをあげてみよう。
●身近な環境が子どもにとって危険な場所になって
いないか，チェックしてみよう。

身近な保育施設を訪問し，子
どもたちの健康管理や安全対
策について，職員の方に聞い
てみよう。

ふり返ろう 深めようまとめ

● 小学校入学前の外遊びの実施状況別新体力テ
スト合計点（10歳）

●おもなストレス反応の例

• 頭痛，腹痛などを訴える
• 食欲不振，吐

は

き気
• 一人で眠れない，夜中に目が覚める
• 親から離れたがらない. など

　近年，子どもの体力が低下しているといわれる。スポーツ庁の「令和
５年度全国体力・運動能力，運動習慣等調査」では，小中学生の体力合
計点は前年から横ばい・向上傾向だが，新型コロナウイルス感染症が
蔓
まんえん
延する前の水準には戻っていないことが示された。また，「令和３年

度体力・運動能力調査」では，「幼児期に外遊びを週４日以上していた
小学生は，週３日以下の小学生より合計点が高い。」という傾向がみら
れ（右図），幼児期の外遊びの重要性が示されている。文部科学省では，
運動習慣の基盤づくりを通して，幼児期＊に必要な多様な動きの獲得や
体力・運動能力の基礎を培

つちか
うとともに，さまざまな活動への意欲や社会

性，創造性などを育
はぐく
むことをめざし，「幼児期運動指針」を策定している。

とくに都市部では，子どもが自由に遊んだり，自然と触れ合える環境が
減少し，外遊びの機会をどのようにして広げていくかが課題となっている。

＊この指針では3歳から6歳の小学校就学前の子どもをさす。

　2020年，世界的に流行した新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より，外出自粛や保育施設の休園，行事の中止，「新しい生活様式」の
開始などが余儀なくされ，子どもの生活にも大きな影響が及んだ。大人
も子どもも，ある程度のことには適応する能力があるが，幼児や発達障
がいのある子どもの場合などは，生活環境の急な変化などにより，周囲
の想像以上に大きなストレスをかかえ，心身の健康に影響が及ぶ場合が
ある。幼い子どもは自分からSOSが出しにくいので，子どもに右のよ
うなストレス反応が見られた場合は，まわりの大人が早めに対処する必
要がある。
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課題

子どもの運動能力低下

子どものストレス

45
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週に
2～3日

週に
1日以下

（点）

男子（10歳）

女子（10歳）

0

0

❸

❹

（スポーツ庁「令和４年度体力・運動能力調査結果」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2023年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
300,814件
（51.3％）障害相談

197,307件
（33.7％）

育成相談
41,456件
（7.1％）

非行相談
13,808件
（2.4％）

保健相談
1,045件
（0.2％）

総数
585,934件

その他の相談
31,504件
（5.4％）

（厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）

総
合
診
断

施設入所
家庭での生活ができ
ない場合に児童養護
施設等に入所

家庭での生活ができ
ない場合に里親委託

里親

必要に応じて地域の子ども・
子育て支援を利用

家庭

総
合
的
見
地
か
ら
援
助
方
針
を

立
て
る（
援
助
方
針
会
議
）一時保護による

子どもの状況の
把握

医師による診
察や検査によ
る診断

医学診断調
査

（
情
報
収
集
等
）

虐
待
等
の
通
告

児童心理司によ
る心理検査等に
よる相談

心理診断
児童福祉司に
よる社会調査

社会診断

専門的な相談・診断等
児童相談所

子どもに関係する
学校・施設・関係
機関

家族・子ども

近隣地域
（東京都港区「港区子ども家庭総合支援センターリーフレット」をもとに作成）

相

　
　談

家
庭
訪
問（
面
接
）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2021年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
283,001件
（49.5％）障害相談

203,619件
（35.6％）

育成相談
41,534件
（7.3％）

非行相談
10,690件
（1.9％）

保健相談
1,441件
（0.3％）

総数
571,961件

その他の相談
31,676件
（5.5％）

（厚生労働省「令和3年度福祉行政報告例」より）
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（東京都港区「広報みなと2021年4月1日　港区子ども家庭総合支援センター開設特集号」をもとに作成）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県（指
定都市を含む）に設置が義務づけられており，政令指定都市にも
設置できる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，医師な
どの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2023年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
300,814件
（51.3％）障害相談

197,307件
（33.7％）

育成相談
41,456件
（7.1％）

非行相談
13,808件
（2.4％）

保健相談
1,045件
（0.2％）

総数
585,934件

その他の相談
31,504件
（5.4％）

（厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2022年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
292,119件
（51.6％）障害相談

186,299件
（32.9％）

育成相談
40,161件
（7.1％）

非行相談
11,966件
（2.1％）

保健相談
1,254件
（0.2％）

総数
566,013件

その他の相談
34,214件
（6.0％）

（厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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（東京都港区「広報みなと2021年4月1日　港区子ども家庭総合支援センター開設特集号」をもとに作成）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2023年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
300,814件
（51.3％）障害相談

197,307件
（33.7％）

育成相談
41,456件
（7.1％）

非行相談
13,808件
（2.4％）

保健相談
1,045件
（0.2％）

総数
585,934件

その他の相談
31,504件
（5.4％）

（厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
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医師などの専門員が配置されている。
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された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
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設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の
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ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2022年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
292,119件
（51.6％）障害相談

186,299件
（32.9％）

育成相談
40,161件
（7.1％）

非行相談
11,966件
（2.1％）

保健相談
1,254件
（0.2％）

総数
566,013件

その他の相談
34,214件
（6.0％）

（厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県（指
定都市を含む）に設置が義務づけられており，政令指定都市にも
設置できる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，医師な
どの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2023年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
300,814件
（51.3％）障害相談

197,307件
（33.7％）

育成相談
41,456件
（7.1％）

非行相談
13,808件
（2.4％）

保健相談
1,045件
（0.2％）

総数
585,934件

その他の相談
31,504件
（5.4％）

（厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2022年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
292,119件
（51.6％）障害相談

186,299件
（32.9％）

育成相談
40,161件
（7.1％）

非行相談
11,966件
（2.1％）

保健相談
1,254件
（0.2％）

総数
566,013件

その他の相談
34,214件
（6.0％）

（厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県（指
定都市を含む）に設置が義務づけられており，政令指定都市にも
設置できる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，医師な
どの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は240か所，一時保護所数は159か
所（2025年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2023年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
300,814件
（51.3％）障害相談

197,307件
（33.7％）

育成相談
41,456件
（7.1％）

非行相談
13,808件
（2.4％）

保健相談
1,045件
（0.2％）

総数
585,934件

その他の相談
31,504件
（5.4％）

（厚生労働省「令和5年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）

総
合
診
断

施設入所
家庭での生活ができな
い場合に乳児院，児童
養護施設等に入所

家庭での生活ができ
ない場合に里親委託

里親

必要に応じて地域の子ども・
子育て支援を利用

家庭

総
合
的
見
地
か
ら
援
助
方
針
を

立
て
る（
援
助
方
針
会
議
）一時保護による

子どもの状況の
把握

医師による診
察や検査によ
る診断

医学診断調
査

（
情
報
収
集
等
）

虐
待
等
の
通
告

児童心理司によ
る心理検査等に
よる判定

心理診断
児童福祉司に
よる社会調査

社会診断

専門的な相談・診断等
児童相談所

子どもに関係する
学校・施設・関係
機関

家族・子ども

近隣地域
（東京都港区「港区子ども家庭総合支援センターリーフレット」をもとに作成）

相

　
　談

家
庭
訪
問（
面
接
）

行動診断

R8改訂_hoikukiso_p002-144_04.indb   104 2025/10/15   9:35

104

5

10

15

20

保育あ る あ る

3  児童福祉にかかわる施設
1．児童相談所

　児
じ
童
どう
相
そう
談
だん
所
じょ
は
❶
，わが国における児童福祉の中心的役割をもち，

子どもの健
すこ
やかな成長を願い，子どもの最善の利益を考えながら，

ともに考え，問題を解決していく専門機関である。都道府県と政
令指定都市には設置が義務づけられており，そのほかの自治体は
任意で設置ができる。児童相談所には，児童福祉司，児童相談員，
医師などの専門員が配置されている。
　児童相談所の業務内容は，児童に関する相談，調査，診断，判
定，指導などである。また，必要に応じて一

いち
時
じ
保
ほ
護
ご
所
しょ
を設けるこ

とになっている。
❷
一時保護所では，子どもの生命・心身の安全の

確保を第一に考え，虐
ぎゃく
待
たい
された子どもなどを家庭から一時的に離

して保護することができる。
　児童相談所には，子ども本人，家庭，学校，地域社会，福祉施
設，行政機関，病院，警察，裁判所などから，虐待の相談の

❸
ほか，

子どもの福祉に関するさまざまな相談や通告が寄せられる 資料5 。
内容に応じて，医学，心理学，社会福祉などの専門的観点からの
検査や診断にもとづき処遇が判定される。たとえば，在宅による
指導などの処遇をはじめ，児童福祉施設への措置，里親 ➡p.107

への委託，家
か
庭
てい
裁
さい
判
ばん
所
しょ
への送致などがなされる 資料6 。

❶�児童相談所：略して「児
じ
相
そう
」と呼ばれることがある。

❷�児童相談所数は234か所，一時保護所数は155か
所（2024年4月1日現在）。（こども家庭庁ホーム
ページより）

❸�近年は，増加する児童虐待への対応として，直接児
童相談所につながる「児童相談所虐待対応ダイヤル
（189　いちはやく）」が設置されている。

お風
ふ

呂
ろ

に入ると覚えのない打ち身がたくさんある。（30歳・保育士）

児童相談所における相談の
種類別対応件数 （2022年度）

─・資料5

児童相談所の相談から支援への流れ─・資料6

養護相談
292,119件
（51.6％）障害相談

186,299件
（32.9％）

育成相談
40,161件
（7.1％）

非行相談
11,966件
（2.1％）

保健相談
1,254件
（0.2％）

総数
566,013件

その他の相談
34,214件
（6.0％）

（厚生労働省「令和4年度福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）」より）
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5．その他の制度
　各地域には，厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員
として，民

みん
生
せい
委
い
員
いん
，児

じ
童
どう
委
い
員
いん
が
❶
いる。地域住民である市民と同じ

立場で相談に応じ，必要であれば福祉制度や子育て支援サービス
を受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たす資料10。
　また，さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを，自分の
家庭に迎

むか
え入れ，温かい愛情と正しい理解をもって養育する里

さと
親
おや

制
せい
度
ど
もある。里親はその子どもの特性や里親の希望により，養育

里親，専門里親，養子縁組里親，親族里親の4つの種類に分かれ
ている資料11。

❶民生委員は児童委員を兼ねており，民生児童委員と
呼ばれることもある。

まとめ

❷児童福祉の理念と法規・制度

章

子
ど
も
の
福
祉

民生委員の活動の様子─・資料10

里親制度─・資料11

島根県海
あ
士
ま
町では，民生児童委員が保育所の園外保育

の見守りを行うなど，さまざまな活動を行っている。

●養育里親
18歳未満の子どもを，自宅に戻るまでの間，
養育する。期間は短期から長期まで。

●専門里親
虐待された子どもや非行などの問題のある子
ども，障がい児など，専門的なケアを必要と
する児童を養育する。

●養子縁組里親
養子縁組をすることが前提で，養子縁組が決
まるまでの間，養育する。

●親族里親
３親等以内の親族の子
どもの親の死亡や病気，
このほかさまざまな理
由で養育できない場合
に養育する。

●.子どもの福祉を保障する法律や制度，施設などに
ついて，興味をもったものを詳しく調べ，わかりや
すくまとめてみよう。

子どもの福祉の現状と課題に
ついて，あなたが気になること
をまとめてみよう。

ふり返ろう 深めよう

子どもの貧困
　日本においても子どもの貧困という問題が社会的に広く知られる
ようになってきた。貧困は子どもの心身の発達に影響を与え，児童
期以降の学力や健康にも影響すると考えられている。このような状
況を改善するために，2014年に「子どもの貧困対策の推進に関す
る法律」が施行された（2019年改正）。第2条には，以下の基本
理念が掲げられている。
　「子どもの貧困対策は，子ども等に
対する教育の支援，生活の安定に資す
るための支援，職業生活の安定と向上
に資するための就労の支援，経済的支
援等の施策を，子どもの現在及び将来
がその生まれ育った環境によって左右
されることのない社会を実現すること
を旨として，子ども等の生活及び取り
巻く環境の状況に応じて包括的かつ早
期に講ずることにより，推進されなけ
ればならない。」 子どもの貧困対策の一環で政府が推進する

「こどもの未来応援国民運動」のポスター
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5．その他の制度
　各地域には，厚生労働大臣から委嘱された特別職の地方公務員
として，民

みん
生
せい
委
い
員
いん
，児

じ
童
どう
委
い
員
いん
が
❶
いる。地域住民である市民と同じ

立場で相談に応じ，必要であれば福祉制度や子育て支援サービス
を受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たす資料10。
　また，さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを，自分の
家庭に迎

むか
え入れ，温かい愛情と正しい理解をもって養育する里

さと
親
おや

制
せい
度
ど
もある。里親はその子どもの特性や里親の希望により，養育

里親，専門里親，養子縁組里親，親族里親の4つの種類に分かれ
ている資料11。

❶民生委員は児童委員を兼ねており，民生児童委員と
呼ばれることもある。

まとめ

❷児童福祉の理念と法規・制度

章

子
ど
も
の
福
祉

民生委員の活動の様子─・資料10

里親制度─・資料11

島根県海
あ
士
ま
町では，民生児童委員が保育所の園外保育

の見守りを行うなど，さまざまな活動を行っている。

●養育里親
18歳未満の子どもを，自宅に戻るまでの間，
養育する。期間は短期から長期まで。

●専門里親
虐待された子どもや非行などの問題のある子
ども，障がい児など，専門的なケアを必要と
する児童を養育する。

●養子縁組里親
養子縁組をすることが前提で，養子縁組が決
まるまでの間，養育する。

●親族里親
３親等以内の親族の子
どもの親の死亡や病気，
このほかさまざまな理
由で養育できない場合
に養育する。

●.子どもの福祉を保障する法律や制度，施設などに
ついて，興味をもったものを詳しく調べ，わかりや
すくまとめてみよう。

子どもの福祉の現状と課題に
ついて，あなたが気になること
をまとめてみよう。

ふり返ろう 深めよう

子どもの貧困
　日本においても子どもの貧困という問題が社会的に広く知られる
ようになってきた。貧困は子どもの心身の発達に影響を与え，児童
期以降の学力や健康にも影響すると考えられている。このような状
況を改善するために，2014年に「子どもの貧困対策の推進に関す
る法律」が施行された（2019年改正）。第2条には，以下の基本
理念が掲げられている。
　「子どもの貧困対策は，子ども等に
対する教育の支援，生活の安定に資す
るための支援，職業生活の安定と向上
に資するための就労の支援，経済的支
援等の施策を，子どもの現在及び将来
がその生まれ育った環境によって左右
されることのない社会を実現すること
を旨として，子ども等の生活及び取り
巻く環境の状況に応じて包括的かつ早
期に講ずることにより，推進されなけ
ればならない。」 子どもの貧困対策の一環で政府が推進する

「子供の未来応援国民運動」のポスター
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2  子どもの文化の現状
　子どもを取り巻くさまざまな社会環境の変化は，子どもの生活
や文化にも影響を与えている。たとえば，少子化やきょうだい数
の減少は，子どもが集団で過ごす機会を少なくしている。少子化
に加えて，子どもをターゲットにした犯罪が目立ち，子どもだけ
で過ごすことに大人が不安を抱いたり，子どもの安全に配

はい
慮
りょ
する

ために子どもの行動範
はん
囲
い
を管理する傾向が強くなっている。また，

子どもを含
ふく
めた生活全般が，消費を中心とした生活様式に変化す

ることによって，「モノ」はつくるより，買い与えられ，消費さ
れるようになった。
　インターネットを介した高度情報化社会のなかで，子どもたち
は極めて幼い頃から，日々大量の情報にさらされている。このこ
とは，家族や友達といった限られた人とのかかわりを広げる可能
性をもつ反面，ネット上で不特定多数の人とつながるため，利用
のしかたによっては犯罪に巻き込まれるなどの危険もともなう。
子どもが自分で考え，情報を読み取る力（メディアリテラシー）
を身につけていけるように，保育者や保護者が支援していくこと
が必要である。
　情報化社会は，子どもにとって直接的でリアルな体験をする機
会を減少させ，間接的でバーチャルなかかわりを増やす結果となっ
た。さらに，核家族化や都市化が進むなかで，子どもの居場所で
あった地域や，地域の一員として参加する行事などは衰退し，地
域のなかでの子どもの役割や居場所が少なくなっている。

動画

❶子どもの文化の意義

章

子
ど
も
の
文
化

右のQRコードを読み込むと，保育施設
や家庭での季節ごとの子どもの遊びの動
画を見ることができるよ！

あなたが子どもたちに伝えていきた
い行事や遊びを，その理由とともに
あげてみよう。子どもの文化の意義

保育所の盆踊り
大会は楽しかっ
たなあ。

秋に畑でおいも
を掘って，焼きい
もをつくったよ。

保育所でもちつきをする子どもたちと保育者

子どもの幸福度
　先進国（36か国）の子どもの幸福度
などを調べた調査によると，以下のよう
な結果となった。

「子どもの幸福度」総合順位：14位
（この総合順位は，以下の3つの分野を総合した順位）

 精神的幸福度：32位
（生活満足度が高い子どもの割合，自殺率）
 身体的健康：1位
（子どもの死亡率，過体重・肥満の子どもの割合）
 スキル：12位
（読解力・数学分野の学力，社会的スキル）

（ユニセフ.イノチェンティ研究所
「レポートカード.19」2025年より）

　精神的幸福度が36か国中32位という
結果を受け，子どもが成長する生活・文
化の場のより一層の充実が求められる。
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2  子どもの文化の現状
　子どもを取り巻くさまざまな社会環境の変化は，子どもの生活
や文化にも影響を与えている。たとえば，少子化やきょうだい数
の減少は，子どもが集団で過ごす機会を少なくしている。少子化
に加えて，子どもをターゲットにした犯罪が目立ち，子どもだけ
で過ごすことに大人が不安を抱いたり，子どもの安全に配

はい
慮
りょ
する

ために子どもの行動範
はん
囲
い
を管理する傾向が強くなっている。また，

子どもを含
ふく
めた生活全般が，消費を中心とした生活様式に変化す

ることによって，「モノ」はつくるより，買い与えられ，消費さ
れるようになった。
　インターネットを介した高度情報化社会のなかで，子どもたち
は極めて幼い頃から，日々大量の情報にさらされている。このこ
とは，家族や友達といった限られた人とのかかわりを広げる可能
性をもつ反面，ネット上で不特定多数の人とつながるため，利用
のしかたによっては犯罪に巻き込まれるなどの危険もともなう。
子どもが自分で考え，情報を読み取る力（メディアリテラシー）
を身につけていけるように，保育者や保護者が支援していくこと
が必要である。
　情報化社会は，子どもにとって直接的でリアルな体験をする機
会を減少させ，間接的でバーチャルなかかわりを増やす結果となっ
た。さらに，核家族化や都市化が進むなかで，子どもの居場所で
あった地域や，地域の一員として参加する行事などは衰退し，地
域のなかでの子どもの役割や居場所が少なくなっている。

動画

❶子どもの文化の意義

章

子
ど
も
の
文
化

右のQRコードを読み込むと，保育施設
や家庭での季節ごとの子どもの遊びの動
画を見ることができるよ！

あなたが子どもたちに伝えていきた
い行事や遊びを，その理由とともに
あげてみよう。子どもの文化の意義

保育所の盆踊り
大会は楽しかっ
たなあ。

秋に畑でおいも
を掘って，焼きい
もをつくったよ。

保育所でもちつきをする子どもたちと保育者

子どもの幸福度
　先進国（38か国）の子どもの幸福度
などを調べた調査によると，以下のよう
な結果となった。

「子どもの幸福度」総合順位：20位
（この総合順位は，以下の3つの分野を総合した順位）

 精神的幸福度：37位
（生活満足度が高い子どもの割合，自殺率）
 身体的健康：1位
（子どもの死亡率，過体重・肥満の子どもの割合）
 スキル：27位
（読解力・数学分野の学力，社会的スキル）

（ユニセフ.イノチェンティ研究所
「レポートカード.16」2020年より）

　精神的幸福度が38か国中37位という
結果は，子どもが成長する生活・文化の
場が衰退していることを意味している。

hoikukiso_p002-144_03.indb   111 2024/11/13   13:26

112

5

10

15

20

保育あ る あ る

1  児童文化施設
　子どもの豊かな生活・文化を支えるために，子どもに児童文化
財や児童文化活動を提供する場を児

じ
童
どう
文
ぶん
化
か
施
し
設
せつ
と
❶
いい，公営の施

設と，NPOや民間企業による施設がある 資料1 。
●児童文化センター　子どもの文化や芸術，科学への関心を高め，
子どもの心身の健全な育成を図るための活動拠点である。1960
年に現在の北九州市に日本初の児童文化センターが開館した。
●児童館　児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設 ➡p.106

で，地域において子どもに健全な遊びを与え，健康増進と情操を
豊かにすることを目的とする。児童館には，小地域を対象とする
小型児童館と都道府県や広域を対象とする大型児童館がある。大
型児童館には総合的な活動ができるように，劇

げき
場
じょう
やギャラリー，

屋内プール，パソコン室，宿泊研修室，児童遊園などを併設した
施設や，遊びを通じて体力増進を図る施設など多様なものがある。
●児童遊園　児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設で，
子どもに安全かつ健全な遊び場所を提供する屋外型の施設である。
●児童公園　都市公園法により設置された，子どもに遊びやスポー
ツの場を提供する公園施設である。少子高齢化により，高齢者を
含
ふく
む利用を推進する街

がい
区
く
公
こう
園
えん
となり，砂場，すべり台などの設置

義務が廃止された ➡p.121 。
●児童図書館・児童図書室　子どもに対する図書館サービスおよ
び児童書に関する資料収集・提供などを行う施設である。お話し
会，ブックトーク，児童書の展示などを行っている。

❶児童文化施設：児童文化センター，児童館，児童遊
園，児童公園，児童図書館，美術館，絵本をテーマに
した美術館，おもちゃをテーマにした美術館，科学
館，天文台，動物園，水族館，植物園，博物館，郷土
館，人形劇場など，さまざまな施設がある。

5章　子どもの文化

課題の
確認

スーパーで子どもの声が聞こえると，隠れて自分の園の子か確認をする。（25歳・保育士）

子どもの文化を支える場
●子どもの文化を支える施設にはどのようなところがあるのだろうか。
●児童文化施設やその他の施設の種類や，その目的について考えてみよう。

児童館の役割の変化
― 子育て支援か学童の遊び場か ―
　児童館には集会室，遊戯室，図書室，
相談室，育成室，創作活動室などがあり，
専門の指導員を置き，地域の実情に合う
形で子どもに「体験の場」「交流の場」「遊
びの場」を提供している。児童館は，
2023年10月１日現在，公営2,255施
設，民営2,004施設，計4,259施設ある。
　現在，少子化に歯止めをかけるための
子育て支援対策として，多くの児童館で
は子育て支援の活動も併せて展開してい
る。子どもの年齢によって，遊具などの
種類や活用方法が異なるため，併用には
困難さも生じている。

（参考資料：厚生労働省「児童館
ガイドライン」2018年改正）
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1  児童文化施設
　子どもの豊かな生活・文化を支えるために，子どもに児童文化
財や児童文化活動を提供する場を児

じ
童
どう
文
ぶん
化
か
施
し
設
せつ
と
❶
いい，公営の施

設と，NPOや民間企業による施設がある 資料1 。
●児童文化センター　子どもの文化や芸術，科学への関心を高め，
子どもの心身の健全な育成を図るための活動拠点である。1960
年に現在の北九州市に日本初の児童文化センターが開館した。
●児童館　児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設 ➡p.106

で，地域において子どもに健全な遊びを与え，健康増進と情操を
豊かにすることを目的とする。児童館には，小地域を対象とする
小型児童館と都道府県や広域を対象とする大型児童館がある。大
型児童館には総合的な活動ができるように，劇

げき
場
じょう
やギャラリー，

屋内プール，パソコン室，宿泊研修室，児童遊園などを併設した
施設や，遊びを通じて体力増進を図る施設など多様なものがある。
●児童遊園　児童福祉法第40条に規定された児童厚生施設で，
子どもに安全かつ健全な遊び場所を提供する屋外型の施設である。
●児童公園　都市公園法により設置された，子どもに遊びやスポー
ツの場を提供する公園施設である。少子高齢化により，高齢者を
含
ふく
む利用を推進する街

がい
区
く
公
こう
園
えん
となり，砂場，すべり台などの設置

義務が廃止された ➡p.121 。
●児童図書館・児童図書室　子どもに対する図書館サービスおよ
び児童書に関する資料収集・提供などを行う施設である。お話し
会，ブックトーク，児童書の展示などを行っている。

❶児童文化施設：児童文化センター，児童館，児童遊
園，児童公園，児童図書館，美術館，絵本をテーマに
した美術館，おもちゃをテーマにした美術館，科学
館，天文台，動物園，水族館，植物園，博物館，郷土
館，人形劇場など，さまざまな施設がある。

5章　子どもの文化

課題の
確認

スーパーで子どもの声が聞こえると，隠れて自分の園の子か確認をする。（25歳・保育士）

子どもの文化を支える場
●子どもの文化を支える施設にはどのようなところがあるのだろうか。
●児童文化施設やその他の施設の種類や，その目的について考えてみよう。

児童館の役割の変化
― 子育て支援か学童の遊び場か ―
　児童館には集会室，遊戯室，図書室，
相談室，育成室，創作活動室などがあり，
専門の指導員を置き，地域の実情に合う
形で子どもに「体験の場」「交流の場」「遊
びの場」を提供している。児童館は，
2022年10月１日現在，公営2,323施
設，民営1,978施設，計4,301施設ある。
　現在，少子化に歯止めをかけるための
子育て支援対策として，多くの児童館で
は子育て支援の活動も併せて展開してい
る。子どもの年齢によって，遊具などの
種類や活用方法が異なるため，併用には
困難さも生じている。

（参考資料：厚生労働省「児童館
ガイドライン」2018年改正）
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